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誰も自殺に追い込まれなることのない 

南九州市の実現に向けて 

                      
 

市では，平成 30 年度に「南九州市いのちを支える自殺対策計画」を策定し，すべての市

民がかけがえのない個人として尊重され，誰も自殺に追い込まれることのない南九州市の実

現に向け，自殺対策を推進してきました。 

自殺は様々な要因が複雑に関係して起きると言われていて，原因を１つに断定することは

できません。健康問題や経済的困窮など，複数の「生きづらさ」が絡みあった結果，解決方

法として自殺を選んでしまう。この「生きづらさ」への支援こそが，自殺対策に欠かせない

ものです。 

これらの動向を踏まえ，市民，地域，関係機関，民間団体，企業，学校，行政等が連携・

協議し，第２期南九州市いのちを支える自殺対策計画を策定しました。 

今後も本計画に基づき，地域全体で自殺対策に取り組んで参ります。 

計画の策定に当たり，貴重な御意見や御提言を賜りました「南九州市いのちを支える自殺

対策推進協議会」の委員の皆様，アンケート調査に御協力くださいました多くの市民の皆様，

そしてスーパーバイザーの髙橋聡美先生に対し，心から感謝と御礼を申し上げます。 

 

 

 

 令和６年３月 

                  南九州市長 塗木 弘幸 

 

 

平成 18年から国を挙げて自殺対策を推進し，一時期は

３万人台だった自殺者数は減少傾向にありますが，近年

では新型コロナウイルスの影響による収入の減少や社会

活動の自粛，著名人の自死報道等，様々な社会的要因が

重なり合ったことで，いまだ年間２万人以上の人が自殺

によって命を落とす，深刻な状況が続いています。中で

も小中高生の自殺者数は過去最多となっています。 

南九州市の自殺者数も，令和元年から３年にかけては

減少傾向にありましたが，４年には再び増加に転じてい

ます。 
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第１章 計画策定の趣旨等 

１ 計画策定の趣旨 

 

わが国の自殺者数は平成 10年以降急増し，年間３万人を超える状態が続いていました。こ 

  のため，国は平成 18年に「自殺対策基本法」を施行し，翌年には自殺対策の指針として「自 

殺総合対策大綱」を策定しました。 

  自殺対策基本法が制定され，それまで「個人の問題」と認識されがちであった自殺は「社会 

の問題」と認識されるようになり，様々な自殺対策に関する取組がなされ，自殺者数は平成 22

年以降減少傾向にあります。しかし，いまだ自殺者数は年間２万人を超える危機的状況にあり

ます。 

このため，「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して自殺対策をさらに

総合的かつ効果的に推進するため，施行から 10年目の節目に当たる平成 28年３月に自殺対策

基本法が改正され，市区町村においては「自殺対策基本計画」を策定するものとされました。   

また，平成 29年７月には「自殺総合対策大綱」が見直され，「地域の状況に応じた施策を策

定し，実施する責務を有する地方公共団体は，大綱及び地域の実情等を勘案して，地域におけ

る各主体の緊密な連携・協働に努めながら自殺対策を推進する。」と方向性が示されました。 

そのような背景から，平成 31年度に「南九州市いのちを支える自殺対策計画」を策定しまし

た。計画の推進に当たり，市民，地域，関係機関，民間団体，企業，学校等と行政がそれぞれの

役割を果たし，相互に連携・協働して取り組むために，計画に係る意思決定機関として「南九州

市いのちを支える自殺対策計画推進本部」を設置しました。さらに，令和元年度からは，行政，

関係機関，民間団体等で構成する「南九州市自殺対策推進協議会」を設置し，一人一人が所属す

る立場で，「自殺対策の何を担えるか」という視点を大切に協議を重ね，事業の評価を行いなが

ら計画の進捗を図ってきました。 

その後，新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で社会を取り巻く状況等にも変化が生じて

おり，令和４年には新たな自殺総合対策大綱（令和４年 10月閣議決定）が決定されたことを

踏まえ，南九州市の自殺対策計画の策定・見直しを実施することとなりました。なお，新たな

大綱のポイントは，①子ども・若者の自殺対策のさらなる推進・強化，②女性に対する支援の

強化，③地域自殺対策の取組強化，④新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の

推進など，総合的な自殺対策の更なる推進・強化が示されました。 

  南九州市では，これらの動向とこれまで取り組んできた施策を踏まえ，すべての市民がかけ 

がえのない個人として尊重され，誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け，第２ 

期目となる「南九州市いのちを支える自殺対策計画」を策定し，全庁的な取組として自殺対策 

を推進します。  
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２ 計画の位置づけ 
   

南九州市自殺対策計画は，自殺対策基本法第 13条第２項に基づき，本市の状況に応じた自殺対

策を進めるための方向性や目標を定めるものです。自殺は，健康問題，経済・生活問題，人間関係

の問題等，様々な要因が複雑に関係していることから，平成 29年度策定された「第２次南九州市

総合計画」（2018～2027 年度）を上位計画としつつ，「南九州市健康増進計画」等，下図に示す各

種計画との十分な整合を図っていく必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 
   

令和６年度（2024年度）から令和 10年度（2028年度）までの５か年の計画とします。 
 

４ 計画の目標 
   

国は，大綱において，令和８年（2026年）までに人口 10万人当たりの自殺者数（以下「自殺死

亡率」という。）を平成 27 年に比べて 30％以上減少させることを目標として定めています（旧大

綱の数値目標を継続：令和４年 10月閣議決定）。 

本市においては，自殺者数及び自殺死亡率は数値変動が大きいことなどから，数値目標にとらわ

れることなく各施策を取り組み，本計画の最終年度である令和 10年（2028年）までに自殺者数を

限りなく０人に近づけることを目標に定め，誰もが自殺に追い込まれることのない南九州市の実

現を目指します。 
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国（大綱） 

  令和８年までに平成 27年と比べ 30％以上減少させる。 

     自殺死亡率：平成 27年 18.5⇒13.0以下へ      

★ 

第 ２ 次 南 九 州 市 総 合 計 画 

～人と自然が共生する 活気あふれる 住みよいまち 南九州市～ 

図表 1-1 南九州市の自殺死亡率及び自殺者数の推移及び目標 

南九州市いのちを支える

自殺対策計画 

鹿児島県 
鹿児島県自殺対策
計画 

国 
自殺対策基本法 
自殺総合対策大綱 

○南九州市健康増進計画 

○南九州市地域福祉計画 

○子ども・子育て支援事業計画 

○高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 

○障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害

児福祉計画 

○南九州市男女共同参画基本計画 

○南九州市国民健康保険データヘルス計画 

その他関連分野に係る計画 

人 人口 10万人対 
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第２章 南九州市の現状 

１ 南九州市の概況 

 

（１） 人口の推移及び推計 

  本市の人口は，32,296 人（令和５年５月末現在，住民基本台帳による）で，年々減少してきて

います。平成 22 年以降，年少人口，生産年齢人口，老年人口（平成 17 年がピーク）は一貫して

減少傾向にあます。総人口が減少する中，高齢化率の上昇傾向が続き，令和２年国勢調査では

40.1％となり，平成 12年国勢調査から 20年間で 9.2ポイント上昇しています【図表２-１】 

また，国立社会保障・人口問題研究所が推計した将来推計人口（令和５年推計）によると，令和

７年以降も減少傾向が続くと推計されています。総人口が減少する中，高齢化率は 44.3％（令和

７年）～49.9％（令和 27年）に上昇する見通しにあります。 
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平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上） 高齢化率

33,080 

44,127 

42,191 

39,047 

36,352 

29,450 

26,751 

21,836 
19,546 

24,206 

資料：国勢調査，推計値は国立社会保障・人口問題研究所(令和５年推計) 

人 ％ 

推計値 

図表 2-1 人口の推移及び推計 
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（２） 世帯数及び世帯類型別構成 

 

人口推移同様，世帯数も減少傾向にあり，１世帯当たり人員は，令和２年国勢調査で 2.32人

となっています。【図表２-２】また，世帯類型別構成割合をみると，「単独世帯」「夫婦のみ」合

計が 62.6％と過半数を占めています。特に 65歳以上の高齢者がいる世帯では「単独世帯」が

35.9％と３分の１以上，「夫婦のみ」も合わせ７割を占めています。【図表２-３】 

 

 

 

 

 

 

 

51,768 50,261 49,189 
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人口 世帯数 １世帯当たり人員

単独世帯

31.5%

33.8%

35.7%

35.9%

夫婦のみ

28.3%

28.9%

34.8%

34.1%

夫婦と子供

24.1%

22.5%

9.0%

10.0%

ひとり親と子供

8.7%

9.1%

9.9%

10.2%

同居親族世帯

6.9%

5.3%

10.4%

9.5%

非親族世帯

0.5%

0.4%

0.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年

令和２年

平成27年

令和２年

図表 2-3 世帯類型別構成割合の推移（国勢調査） 

総数 

65歳以上の 

高齢者がいる世帯 

資料：各年国勢調査 

資料：各年国勢調査 

（人・世帯） （１世帯あたり人員） 
図表 2-2 人口・世帯・1世帯当たり人員の推移（国勢調査） 
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（３） 就業者数及び従業員別事業所数・従業員数 

 

就業者数は，令和２年で 16,320人（平成 27年比 6.3％減）となっています。構成比でみると

第３次産業が上昇している反面，第 1次産業，第２次産業，がそれぞれ 2.2ポイント，0.7ポイ

ント下落しています。また，65歳以上の就業者は，令和２年で 3,803人（平成 27年 3,075人），

23.7％増加しています。【図表２-４】【図表２-５】 

  従業員別事業所数は，従業員が１～４人の事業所が 1,017か所と最も多く，５～９人が 337か

所，10～19人 203か所の順になっています。【図表２-６】 
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事業所
数

従業
員数

事業所
数
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員数

事業所
数
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数
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数
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数
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数
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数
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数

従業員
数

事業所
数

従業員
数

事業所
数

従業員
数

事業所
数

従業員
数

1,809 15,797 1,723 14,399 1,017 2,172 337 2,253 203 2,698 83 1,971 85 5,308 9 0 22 642

30人以上 その他
総数

民間
公務

全産業 1～4人 5～9人 10～19人 20～29人

図表 2-4 就業者数の推移（構成比，国勢調査） 図表 2-5 65歳以上の就業者数の推移（国勢調査） 

人 

図表 2-6 従業員別事業所数・従業員数（令和３年経済センサス） （単位：か所，人） 

16,320人 17,419人 
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（４） 生活保護率 

 

  平成 25 年度～令和２年度の生活保護率は，平成 26年度（平均）に 6.75‰（パーミル）をピー

クに減少，ほぼ横ばいの推移でしたが，令和２年度（平均）は 6.64‰とやや上昇する動きとなっ

ています。 

 

      

 

 

 

（５） 母子関係 

 

  本市の出生数は，平成 21年は年間 273人でしたが，近年は減少傾向にあり，令和４年で 145人 

（平成 21年の 53.1％の水準）となっています。 
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6.42 6.75 6.27 6.24 5.99 6.05 6.42 6.63 6.98
6.28
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5.0
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25.0

鹿児島県 南九州市
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250

234
238

259
246

233 219 225

201 194
178
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0

50
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300

注：単位は‰（パーミル）。千人単位。 例：R4年度 6.28‰（1000人の内 6.28人が被保護者） 

 

人 

資料：統計南九州 

資料：生活保護速報（鹿児島県） 

鹿児島県 

南九州市 

図表 2-7  生活保護率の推移 

‰ 

図表 2-8 出生数の推移 
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産後２～３か月の母親を対象に行う「こんにちは赤ちゃんアンケート」の結果によると，困りごと 

があると答えた母親の割合は，全体の１～２割弱を占めています。【図表２-９】内訳は，「子どもの

健康面」が 26.2％で，次いで「経済面」や「協力」などに困り感を持っている母親が多くなってい

ます。【図表２-10】ただ，令和４年だけをみると「経済面」が 38.1％（令和３年 20.0％）と大幅に

上昇しています。 
 

 

   
 

 

育てにくさを感じる保護者の割合は，３～４か月の段階では 7.0％ですが，３歳を過ぎると約５人

に１人は，何らかの困りごとを感じている様子がうかがえます。【図表２-11】また，育てにくさを感

じた際，大半の保護者が対処できると回答していますが，３歳以外では約１割の人が，相談や解決

方法がわからない状況だということがわかります。【図表２-12】なお，積極的に育児をしている父

親の割合は 90％超を占め，ほとんどの家庭で父親の積極的な育児参加がみられます。【図表２-13】 
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15.3 15.3
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0.0

2.0

4.0
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8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

H30 R1 R2 R3 R4

健康
26.2%

経済
25.4%協力

14.8%

付合
7.4%

方針
5.7%

会話
1.6% 他

18.9%

図表 2-12 育てにくさを感じた時， 

対処できる保護者の割合 

図表 2-9  困りごとがある母親の割合 
％ 

図表 2-10  困りごとの内訳 

注：H30～R4の５年間合計の割合 

図表 2-13  積極的に父親が育児を

している割合 

図表 2-11  育てにくさを感じる 

保護者の割合 

資料：図表 2-11～図表 2-13まで令和４年度「すこやか親子 21アンケート」 

資料：「こんにちは赤ちゃんアンケート」 
資料：「こんにちは赤ちゃんアンケート」 

％ ％ ％ 

7.0

11.8

21.4

0.0 10.0 20.0 30.0

３～４か月

１歳６か月

３歳

90.0
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100.0

0.0 50.0 100.0

３～４か月

１歳６か月

３歳

94.4

96.4

96.1

0.0 50.0 100.0

３～４か月

１歳６か月

３歳
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２ 南九州市の自殺者の現状 

 

（１） 自殺者数の推移 

 

 

    全国の自殺者数は下図のとおり，これまでのデータを見ると年間２万人を超える水準とな

っています。特に，平成 10年には初めて年間３万人を超え，その後，平成 23年まで 14年連

続，年間３万人台を記録しました。平成 24 年以降は年間３万人を下回っている状況ですが，

いまだに年間２万人以上の自殺者が発生する深刻な状況が続き，令和に入ってはやや増加し

ている状況です。 

 性別では，下図のすべての期間で男性が 70％弱（平均 68.1％）を占め，女性を上回って推 

移しています。 
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13,939 
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7,929

9,027
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8,041

7,344
6,776

6,091 
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7,041 

0

5,000
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30,000

35,000

40,000

S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

総数 男 女

全国 

人 

図表 2-14 自殺者数の推移（全体，性別） 

資料：警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成（自殺対策白書より），令和４年は速報値 

厚生労働省「人口動態統計」，警察庁「自殺統計」の主な違い 

調査対象：厚生労働省の人口動態統計は日本における日本人を対象とし，警察庁の自殺統計は，総

人口（日本における外国人も含む）を対象としている。 

調査時点：厚生労働省の人口動態統計は，住所地を基に死亡時点で計上し，警察庁の自殺統計は，

発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上している。 
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    鹿児島県の自殺者数は傾向としては減少してきていましたが，直近では増加しています。

性別では，男性が全体の約７割（令和４年が 71.1％）占め，令和４年には 300 人超となって

います。【図表２-15】また，年齢階級別の死因をみると，10歳代～30歳代の若い世代で「自

殺」が死因の第 1位となっています。【図表２-16】 
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合計 男性 女性

死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合 死因 死亡数 割合

0～9
先天奇形，変形
及び染色体異常

13 38.2
周産期に発
生した病態

4 11.8 不慮の事故 3 8.8
その他症状，
徴候及び異
常臨床所見

1 2.9 神経系の疾患 1 2.9

10～19 自殺 12 42.9 悪性新生物 5 17.9 不慮の事故 3 10.7 神経系の疾患 2 7.1 心疾患 2 7.1

20～29 自殺 34 47.9 不慮の事故 12 16.9 悪性新生物 7 9.9 心疾患 5 7.0
その他症状，
徴候及び異
常臨床所見

3 4.2

30～39 自殺 30 28.6 悪性新生物 23 21.9 脳血管疾患 9 8.6 不慮の事故 8 7.6 心疾患 5 4.8

40～49 悪性新生物 65 23.6 自殺 41 14.9 心疾患 31 11.3 脳血管疾患 28 10.2 肝疾患 19 6.9

50～59 悪性新生物 243 40.3 心疾患 64 10.6 脳血管疾患 57 9.5 自殺 41 6.8 不慮の事故 34 5.6

60～69 悪性新生物 851 44.2 心疾患 209 10.9 脳血管疾患 118 6.1 不慮の事故 73 3.8 肝疾患 68 3.5

70～79 悪性新生物 1,386 39.0 心疾患 470 13.2 脳血管疾患 263 7.4 肺炎 170 4.8 不慮の事故 132 3.7

80～ 悪性新生物 2,779 18.7 心疾患 2,509 16.8 老衰 1,925 12.9 肺炎 1,365 9.2 脳血管疾患 1,250 8.4

総数 悪性新生物 5,580 26.0 心疾患 3,295 15.3 老衰 1,955 9.1 脳血管疾患 1,726 8.0 肺炎 1,619 7.5

第５位
年齢階級

第1位 第２位 第３位 第４位

資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より 

鹿児島県 

図表 2-16  鹿児島県 年齢階級別ごとの死因（令和２年） 

資料：人口動態統計 

図表 2-15  鹿児島県の自殺者数の推移 
人 
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南九州市における自殺者数は年によりばらつきがあり，多い年で 17人（平成 22年），少ない年

で３人（令和３年）という状況です。直近５年間でみると令和元年に 10人の後，減少しましたが，

令和４年に 12 人（すべて男性），令和５年 12 月現在で９人となるなど基調の変化もみられます。 

 

（１） 自殺者数 

厚生労働省の「地域における自殺の基礎資料」によると，南九州市の平成 21年から令

和４年までの 14年間の自殺者総数は 124人（年平均約９人）となっています。性別に

は，男性が 79.0％を占め，高い割合となっています。 

 

        

 

人口 10万人当たりの自殺者数を表す自殺死亡率（以下「自殺率」という。）は，過去にお

いては，全国や鹿児島県と大きなかい離がみられます。令和３年は全国，県の数値を大きく

下回りましたが，令和４年では 35.8（人口 10万対）となり，全国（17.3），県（19.8）を大

幅に上回っています。 
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資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より 

人 

図表 2-17 南九州市の自殺者数の推移（全体，性別） 

資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より 

図表 2-18 自殺死亡率（人口 10万対）の推移（国，県，南九州市） 
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 （２） 性別・年齢別自殺者数 

自殺者の年齢別の構成比（過去 14 年間の累計）は，「50 歳代」が最も高い割合を占めて

います。鹿児島県，全国の傾向と比較すると，特に 80歳代の高齢者の区分で 21.1％と高い

割合となっています。また，若年者では県，全国の割合より低い水準です。 

 

 

 

 

 

 

性別には男性は「50歳代」，女性は「70歳代」が最も高い割合となっています。２番目は

男性で「60歳代」「80歳以上」，女性で「80歳以上」となっています。女性は「30歳代」は

皆無ですが，「30歳未満」で 15.4％となり男性との違いがみられます。 
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南九州市 鹿児島県 全国
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9.2%

7.7%

21.8%

24.5%

11.5%

16.9%

19.4%

7.7%

16.9%

12.2%

34.6%

20.2%
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23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

南九州市

男性

女性

30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

図表 2-20 南九州市の性別・年齢別自殺者数（構成比）の比較 

資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より 

図表 2-19 年齢別自殺者数（構成比）の比較 

資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より 
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（３） 職業別の特徴 

      職業別の割合では，有職者以外で「年金・雇用保険等生活者」が 31.5％で最も高く，次 

いで「その他の無職者」（22.6％）となっています。国，県に比べて本市は「年金・雇用保 

険等生活者自営業・家族従事者」が高い割合になっています。 

   

 

 

 

（４） 同居人の有無 

       同居人の有無でみると同居人が「ある」割合が 71.1％，「なし」が 28.9％で，県，国と

比べほぼ同様といえます。 
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資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より（令和４年より「自営業・家族従事者」「被雇用・勤め人」が

「有職者」として一本化された。 

図表 2-21 職業別自殺者数（構成比）の比較 

資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より 

図表 2-22 同居人の状況 
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（５） 自殺未遂歴の有無 

自殺未遂歴の有無でみると，全体の約２割以上に自殺未遂歴があります。性別では，男

性より女性の方が高い割合となっていますが，本市は，全国，県と比べその割合は男女とも

低い傾向にあります。 
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資料：厚生労働省 地域における自殺の基礎資料より 

図表 2-23 自殺未遂歴があった自殺者の割合（不詳を除く） 
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（６） 自殺の原因・動機 

      自殺の原因については，判明した分でみると全体では「健康問題」が最も多く，次いで

「経済・生活問題」が多くなっています。【図表２-23】男女別でみると，「健康問題」以外

では，男性は「経済・生活問題」（28.4％），「女性」では「家庭問題」「男女問題」（ともに

10.5％）が多くなっています。【図表２-24】 
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図表 2-24  自殺の原因 

図表 2-25 自殺の原因（性別） 

【男性】 

【女性】 
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自殺に至る原因や動機については，様々な要因が複合的に絡み合っていると言われています。

自殺の実態調査（ＮＰО法人自殺対策センターライフリンクによる）では，「自殺の危機経路」

を以下のように示しています。過労や生活困窮，育児疲れ，いじめや孤立など，様々な悩みが

重なり合い，心理的に追い詰められた結果自殺に至っていることがわかります。このように，

個人の自由な意思や選択の結果ではなく「自殺はその多くが追い込まれた末の死」であるとい

うことを認識する必要があります。 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-26 自殺の危機経路（自殺実態 1,000人調査） 

資料：ＮＰО法人ライフリンク「自殺の経路」 

参考：「自殺実態調査 1,000人調査」から見えてきた８つのこと 

① 自殺の背景には様々な「危機要因」が潜んでいる（計 68 項目） 

② 自殺時に抱えていた「危機要因」数は 1人当たり平均 4つ 

③ 「危機要因」全体のおよそ 7割が上位 10要因に集中 

④ 自殺の 10大要因が連鎖しながら「自殺の危機経路」を形成 

⑤ 危機連鎖度が最も高いのが「うつ病→自殺」の経路 

⑥ 10大要因の中で自殺の「危機複合度」が最も高いのも「うつ病」 

⑦ 「危機の進行度」には 3つの段階がある ～危機複合度を基準にして～ 

⑧ 危機要因それぞれに「個別の危険性」がある 

参考 
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 （７） 自殺の手段 

自殺の手段については，下図のとおりで，鹿児島県，全国ともほぼ同様の傾向ですが，南

九州市は「服毒」の割合がやや高くなっています。 

 

        
 

（８） 南九州市におけるリスクが高い対象群 

平成 29年から令和３年の５年間の自殺者（28人）で，自殺者が多い属性（性別×年代別 

×仕事の有無×同居人の有無別）は，以下の５区分となっています。 

 

 

上位５区分 
自殺者数 

５年計 
割合 

自殺率 

（10万対） 
背景にある主な自殺の危機経路 

１位：男性 60歳以上  

有職同居 
６ 21.4％ 46.7 

①【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコ

ー ル依存→うつ状態→自殺／②【自営業

者】事業不振→借金＋介護疲れ→うつ状態

→自殺 

２位：男性 60歳以上  

無職独居 
４ 14.3％ 104.7 

失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将来

生活への悲観→自殺 

３位：男性 40～59歳 

無職独居 
３ 10.7％ 834.7 

失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

４位：男性 60歳以上 

 無職同居 
３ 10.7％ 20.9 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ） 

＋身体疾患→自殺 

５位：男性 20～39歳 

  無職同居 
２ 7.1％ 165.0 

①【30 代その他無職】ひきこもり＋家族間 

の不和→孤立→自殺／②【20 代学生】就

職 失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

     注１：「背景にある主な自殺の危機経路」はライフリンク「自殺実態白書２０１３」を参考に推定したもの。自殺

者の特性別にみて代表的と考えられる経路の一例を示しており，記載の経路が唯一のものではない。 

 

70.2%

12.9%

8.1%

1.6%

0.0%

7.3%

73.1%

3.6%

7.7%

5.9%

0.5%

9.2%

65.3%

2.6%

8.0%

9.9%

2.4%

11.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

首つり

服毒

練炭等

飛降り

飛込み

その他
南九州市 鹿児島県 全国

図表 2-28 本市の自殺者の特徴 （特別集計（自殺日・住居地，Ｈ29～R３合計）） 

資料：地域自殺実態プロファイル 

図表 2-27 自殺の手段 
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３ 南九州市民のこころの健康に関する意識 

 

  南九州市民のこころの健康に関する意識を把握するために，市民を対象に「こころの健康に関

する市民意識調査」実施しました。 

 

【調査概要】 
 

１ 調査方法：南九州市内に居住する 18～79歳までの中から 1,300人を無作為に抽出 

２ 調査時期，調査方法：令和５年７月～８月，郵送法 

３ 回収状況：39.8％ 

 

 【調査結果の概要】 
 

 

 

 

（１） 悩みやストレスについて 

 

                            

 

注：前回調査は平成 30年実施（５年前），以下，アンケート調査結果全般同様 

 

43.5%

39.7%

57.1%

52.4%

79.1%

74.1%

30.0%

25.0%

14.9%

15.1%

18.8%

9.7%

10.4%

1.0%

28.2%

42.9%

24.8%

21.1%

3.3%

1.5%

4.6%

3.3%

2.5%

3.1%

7.7%

7.9%

13.9%

64.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 家庭の問題

イ 病気など健康の問題

ウ 経済的な問題

エ 勤務関係の問題

オ 恋愛関係の問題

カ 学校の問題

キ その他

意識して感じたことはない かつてあったが今はない

現在ある 無回答

日頃，悩みや苦労，ストレス，不満

を感じることが，「現在ある」では，

「病気や健康の問題」42.9％（前回調

査 34.3％）が最も高い割合で，「家庭

の問題」28.2％（同 25.2％）が続いて

います。 

年代別でみると，40歳代では「家庭

の問題」「病気など健康の問題」「勤務

関係の問題」，50歳代では「家庭の問

題」，60歳代では「病気など健康の問

題」が最も高い割合となっています。 

性別では，男女共に「病気や健康の

問題」が最も高く，次いで「家庭の問

題」が高くなって います。若い世代

では，「意識して感じたことはない」

回答が多いですが，40歳代以降は「現

在ある」回答が多くみられるため，年

代・性別それぞれに適した対応が求め

られます。 

図表 2-29 悩みやストレスを感じること 

悩みやストレスについて 

 



18 

 

（２） 悩みやストレスを相談することについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 悩みやストレスを相談する相手について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-30 悩みやストレスを相談すること 

悩みやストレスを相談することについて，「助けを求めたり，誰かに相談したいと思う」かの 

設問への回答が「そう思う」「ややそう思う」合計の割合が 58.4％（前回調査 48.2％），「そう思

わない」「あまりそう思わない」との回答が合わせて 21.9％（同 28.3％）となっています。 

また，悩みやストレスを相談することについて，「他人に知られたくないと思う」との回答が

25.1％（同 24.4％），「誰かに悩みを相談することは恥ずかしいことだと思う」との回答が 13.9％

（同 11.0％），「悩みや問題は自分ひとりで解決すべきだと思う」との回答が 8.9％（同 9.1％）

となりました（何れも「そう思う」「ややそう思う」割合の合計）。 

Iz。                 

 

9.3%

38.7%

24.4%

56.3%

46.8%

12.6%

22.6%

19.3%

18.8%

20.1%

16.2%

19.1%

25.7%

15.5%

18.6%

24.6%

11.4%

16.1%

2.3%

5.6%

33.8%

2.5%

9.1%

1.4%

3.3%

3.5%

5.6%

5.4%

5.8%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 助けを求めたり，誰かに相談したいと思う

イ 誰かに相談をしたりすることは恥ずかしいことだと思う

ウ 悩みやストレスを感じていることを，他人に知られたくないと思う

エ 誰かに悩みを相談することは，弱い人のすることだと思う

オ 悩みや問題は，自分ひとりで解決すべきだと思う

そう思わない あまりそう思わない どちらともいえない ややそう思う そう思う 無回答

図表 2-31 悩みやストレスを相談する相手について 悩みやストレスを感じた時は，

「相談したことがある」「実際に

したことはないが相談すると思

う」合計で，「家族や親族」

82.6%(前回調査 85.0％），「友人

や同僚」63.1％（同 71.1％）が上

位２つ。性別，年齢別では，「女

性」及び若い世代の方が高いとい

う結果になっています。 

「インターネット上だけのつ

ながりの人」の回答では「30歳未

満」で２割近い人が「実際にした

ことはないが相談すると思う」と

回答しています。スマートフォン

やパソコンなどの情報機器への

依存度が高い年代に対しては，従

来とは異なった工夫や対応も必

要と考えられます。  

13.7%

30.4%

86.7%

66.0%

72.3%

38.3%

61.3%

69.8%

49.1%

63.8%

17.6%

45.3%

32.5%

3.3%

14.1%

17.4%

44.1%

27.7%

19.9%

38.1%

24.8%

2.1%

37.3%

30.6%

1.2%

10.1%

2.1%

10.4%

2.9%

1.4%

4.6%

2.7%

0.4%

3.7%

6.6%

8.9%

9.9%

8.1%

7.2%

8.1%

8.9%

8.1%

8.7%

79.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 家族や親族

イ 友人や同僚

ウ インターネット上だけのつながり…

エ 先生や上司

オ 近所の人

カ かかりつけの医療機関の職員

キ 公的な相談機関

ク 民間の相談機関

ケ 同じ悩みを抱える人

コ 市が開催する各種相談会

サ その他

 

相談しないと思う

相談したことがある

実際にしたことはないが相談すると思う

無回答
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（４） 「うつ病のサイン」に気づいた時の対応について 

 

                                     

 

 

 

 

 

                         

 

勧める
65.0%

勧めない
5.8%

わからない
27.3%

無回答
1.9%

50.0%

40.0%

30.0%

16.7%

10.0%

3.3%

6.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

根本的な問題の解決にはならないと思うから

勧めることで嫌な思いをさせてしまうと思うから

どの相談機関の利用を勧めたらよいか分からないから

金銭的な負担を強いてしまうから

治療をしなくても，ほとんどのうつ病は自然に治ると思うから

過去に自分が利用して嫌な思いをしたことがあるから

その他

かかりつけ

の医療機関
29.8%

精神科や心

療内科等の

医療機関
38.5%

保健所等公的機関

の相談窓口
5.6%

いのちの電話等民

間機関の相談窓口
1.9%

その他
2.5%

何も利用しない
17.6%

無回答
4.1%

図表 2-32 医療機関等の専門機関へ相談 

することを勧めるかどうかについて 
「うつ病のサイン」に気づいたとき，医療機関などの 

専門の相談窓口へ相談することを「勧める」が 65.0％

で最多，性・年代別・地域別にも最も高い割合となっ

ています。また，「勧めない」は全体で 5.8％ですが，

「30 歳未満」11.1％，「30 歳未満」7.4％と，相対的

に高い割合となっています。 

 また，「勧めない」と回答した方へその理由を尋ね

たところ「根本的な問題の解決にはならないと思うか

ら」が半数を占め，「勧めることで嫌な思いをさせて

しまうから」が 40.0％と続いています。後者では，「30

歳代」以下と「60歳代」，地域別には「知覧地域」で

最も高い割合となっています。 

 
図表 2-33 「勧めない」理由について 

「うつ病のサイン」に気づいたとき， 

利用したい専門の相談窓口は，「精神科

や心療内科等の医療機関」が 38.5％で，

「かかりつけの医療機関」29.8％，「保健

所等公的機関の相談窓口」5.6％と続い

ています。「70歳代」だけが，「かかりつ

けの医療機関」が最多となっています。 

一方，「何も利用しない」が 17.6％と

２割近くを占め，中でも「30歳代」～「50

歳代」では，20％を超えています。「何も

しない」理由としては，約３割の方が「ど

れを利用したら良いか分からないから」

と回答しており，継続して情報提供して

いく事が求められます。 

図表 2-34 利用したい専門の相談機関について 
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（１） 相談を受けることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 自殺に対する意識について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-35 相談を受けること 

身近な人がいつもと違った様子で辛そうに見えた時に，「心配していることを伝え見守る」，「自

分から声をかけて話をする」ことを「よくする」「時々する」と回答したのはそれぞれ 57.8％（前

回調査 60.9％），51.5％（同 53.3％）でした。逆に，「先回りをして相談先を探しておく」，「相手

が相談をしてくるまで何もしないで待つ」ことを「何もしない」「あまりしない」と回答したのは

それぞれ 85.9％（同 82.8％）は 53.2％（同 48.8％）となっています。回答者の多くが，相手に

寄り添って，自分にできる事をする考えから行動しているようです。 

  

20.9%

15.9%

17.4%

24.6%

59.8%

14.1%

32.3%

19.1%

24.2%

29.2%

26.1%
1.7%

31.3%

43.9%

40.6%

31.3%

5.4%

1.4%

7.4%

13.9%

10.8%

7.7%

1.2%0.2%

8.1%

7.2%

7.0%

7.2%

7.5%

82.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 相手が相談してくるまで何もしないで待つ

イ 心配していることを伝えて見守る

ウ 自分から声をかけて話を聞く

エ 「元気を出して」と励ます

オ 先回りをして相談先を探しておく

カ その他

しない あまりしない 時々する よくする 無回答

「自殺」について，約 7割が「自殺を考える人の多くは，精神的に追い詰められて他の方法

を思いつかなくなっている」「自殺を考える人は，様々な問題を抱えていることが多い」，「自

殺する人は，よほど辛いことがあったのだと思う」「防ぐことができる自殺も多い」，と回答

しています。 

「自殺は自分にはあまり関係ない」と思っている人が 32.3％（前回調査 31.2％），「自殺

は本人が選んだことだから仕方がない」と思う人が 12.0％（同 16.7％）おり，自殺について

の正しい理解や普及啓発が必要と考えられます（「そう思う」「ややそう思う」の合計）。 

相談を受けることについて 

自殺に関する考えについて 
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（２） 自殺したいと打ち明けられたときの対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.0%

3.3%

24.8%

1.9%

16.1%

26.5%

24.0%

15.9%

27.5%

1.5%

1.9%

0.6%

1.4%

10.4%

2.7%

13.7%

2.3% 7.2%

10.3%

13.0%

10.3%

14.3%

1.2%

2.3%

1.4%

0.8%

30.6%

25.9%

33.3%

16.4%

32.5%

33.1%

38.7%

44.7%

37.3%

18.0%

21.1%

17.2%

14.7%

7.2%

23.6%

9.5%

21.5%

12.4%

11.0%

6.8%

11.2%

3.1%

27.9%

31.1%

27.1%

28.6%

11.0%

33.1%

6.8%

45.8%

19.9%

7.2%

5.2%

6.0%

5.6%

39.3%

31.1%

42.0%

42.6%

12.8%

11.4%

12.0%

12.0%

12.0%

12.0%

12.4%

12.0%

12.2%

12.2%

12.4%

11.8%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思わない あまりそう思わない どちらともいえない

ややそう思う そう思う 無回答

ア 生死は最終的に本人の判断に任せるべき     

イ 自殺せずに生きていれば良いことがある     
 

ウ 自殺は繰り返されるので，周囲の人が止める 

  ことはできない 

エ 自殺する人は，よほど辛いことがあったのだ 

  と思う  

オ 自殺は自分にはあまり関係がない  

カ 自殺は本人の弱さから起こる  

キ 自殺は本人が選んだことだから仕方がない  

ク 自殺を口にする人は，本当に自殺はしない  

ケ 自殺は恥ずかしいことである  

コ 防ぐことができる自殺も多い  

サ 自殺しようとする人の多くは，何らかのサイン 

  を発している  

シ 自殺を考える人は，様々な問題を抱えている 

  ことが多い  

ス 自殺を考える人の多くは，精神的に追い詰め 

  られて他の方法を思いつかなくなっている  

図表 2-36 自殺に関する考えについて 

 

身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時の対応では，「耳を傾けてじっくりと話を聞く」

68.9％（前回調査 75.6％），「解決策を一緒に考える」50.5％（同 53.3％），「死んではいけない」

と説得する」30.8％（同 36.8％）の順となっています。性別，年齢別，地域別でも，最も高い割

合となったのは，「耳を傾けてじっくりと話を聞く」で，特に，「30歳代」「40歳代」では，半数

以上の方が回答しています。自殺の原因に「健康の問題」が多い現状もあるため，市民ひとり一

人が傾聴するスキルを身に付けることに加え，次のステップとして，医療機関等各専門機関の利

用・活用についても市民へ啓発していく必要があると考えられます。 

図表 2-37 自殺したいと打ち明けられたときの対応について 

 

68.9%

50.5%

30.8%

28.0%

26.1%

15.9%

11.8%

1.5%

1.5%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

耳を傾けてじっくりと話を聞く

解決策を一緒に考える

「死んではいけない」と説得する

一緒に相談機関を探す

医療機関にかかるよう勧める

「バカなことを考えるな」と叱る

「頑張って」と励ます

相談に乗らない，もしくは話題を変える

その他

何もしない
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（１） 自殺対策と予防について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また，自殺対策に関する講演会や講習会に参加したことがない人が 85.7％（前回調査 87.6％）

でした。特に，「男性」「40歳代」「50歳代」「頴娃地域」で相対的に高い割合となっています。【図

表２-35】更なる周知や広報方法の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺対策の啓発物として見たことがあるものは，「ポスター」40.8％（前回調査 47.8％），「広 

報紙」31.3％（同 29.4％），「パンフレット」21.7％（同 24.3％）でした。性別，年齢別，地域

別にも「50歳代」の「広報紙」を除き，「ポスター」が最も高い割合ですが，「30歳代」「40歳

代」で２番目に「インターネットページ」が，それぞれ 37.0％，36.2％と他世代に比べ高い割

合をなっています。「見たことはない」は「50歳代」で 30.0％の方が回答しています。 

 

自殺対策と予防について 

 

 

5.2%

3.3%

7.2%

7.4%

7.4%

5.2%

1.4%

4.9%

6.5%

4.1%

7.1%

4.5%

85.7%

88.1%

83.3%

88.9%

88.9%

91.4%

94.3%

87.3%

78.0%

87.6%

84.0%

85.5%

9.1%

8.6%

9.5%

3.7%

3.7%

3.4%

4.3%

7.7%
15.6%

8.3%

8.9%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単純集計

男性

女性

30歳未満

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

頴娃地域

知覧地域

川辺地域

はい いいえ 無回答

図表 2-39 自殺対策に関する講演会等への参加状況【全体，性別，年代別，地域別】 

図表 2-38 自殺対策と予防 

 

40.8%

31.3%

21.7%

16.8%

3.1%

2.1%

1.7%

0.4%

4.8%

22.1%

47.8%

29.4%

24.3%

10.4%

2.8%

6.5%

4.9%

1.9%

4.5%

26.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ポスター

広報紙

パンフレット

インターネットページ

電光掲示板〈テロップ〉

ティッシュ等のキャンペーングッズ

のぼり・パネル

横断幕

その他

見たことはない

今回調査 前回調査

 

はい
5.2%

いいえ
85.7%

無回答
9.1%
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（２） 自殺対策に関する事業の認知度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7%

4.8%

3.9%

4.4%

4.4%

2.5%

5.0%

2.9%

3.5%

3.1%

1.4%

1.2%

1.2%

1.2%

1.4%

19.7%

55.3%

37.1%

35.6%

41.6%

11.2%

42.6%

30.6%

22.1%

16.6%

25.0%

17.6%

18.2%

17.6%

17.0%

67.7%

29.6%

46.8%

47.6%

40.8%

73.7%

39.7%

54.4%

62.1%

67.5%

61.5%

68.5%

67.3%

68.3%

68.9%

10.8%

10.3%

12.2%

12.4%

13.2%

12.6%

12.8%

12.2%

12.4%

12.8%

12.2%

12.8%

13.3%

13.0%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 南九州市いのちを支える自殺対策計画

イ こころの健康相談

ウ こころの健康に関する講演や講話

エ 南九州市相談窓口一覧表

オ 市の広報紙・ホームページ

カ ゲートキーパー

キ こころの健康相談統一ダイヤル

ク よりそいホットライン

ケ 自殺予防週間（９月10日～16日）

コ 自殺対策強化月間（３月）

サ SNSを活用した相談

シ 支援情報検索サイト 自殺（自死）遺族の相談窓口

ス 厚生労働省特設サイト「まもろうよ こころ」

セ 自殺対策基本法

ソ 自死遺族支援の相談窓口

内容まで知っていた 内容は知らなかったが，言葉は聞いたことがある 知らなかった 無回答

自殺対策に関する様々な事業では，「内容まで知っていた」との回答は，15の設問で 1.2％～ 

5.0％であり，全体的に認知度が低い状況です。ただ，「内容まで知っていた」「言葉は聞いたこと

がある」合計の割合では，「こころの健康相談」60.2％（前回調査 23.8％）が過半を占め，「こころ

の健康相談統一ダイヤル」（47.6％），「市の広報紙・ホームページ」（46.0％）が上位３つとなってい

ます。逆に，「知らなかった」では，「ゲートキーパー」（73.7％），「自死遺族支援の相談窓口」（68.9％），

「支援情報検索サイト 自殺（自死）遺族の相談窓口」（68.5％）の順で，７割前後の方が回答して

います。「知らなかった」という人が多いことから，広報紙やホームページ等の様々な媒体や機会を

通じて今まで以上に周知を図っていく必要があります。 

 

図表 2-40 南九州市で実施している事業について 
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（３） 南九州市で今後求められる自殺予防対策について 

今後求められる自殺対策では，「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」45.1％（前回調査

49.9％），「子どもの自殺予防」43.9％（同 45.7％），「適切な精神科医療体制の整備」27.1％（同

21.3％），「地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い」26.5％（同 28.0％）の順となってい

ます。前回調査と比べると３，４番目が逆転しています。 

性別にも同様の傾向ですが，年代別には，「50 歳代」以下，地域別には「知覧地域」で若年及

び子育て世代で「子どもの自殺予防」が最も高い割合となっています。様々な悩み・問題に対応

できる相談窓口や今後人口が減少していく中，地域のコミュニティを通じた見守り・支え合いの

あり方の工夫も求められます。 

一方，前問で認知度の低かった「ゲートキーパー」ですが，「様々な分野におけるゲートキーパ

ーの養成」の回答は 15.1％（同 8.0％）と前回調査からは大きく割合が上昇しています。年代別

では「40歳代」「50歳代」で５人に１人以上の方が回答しています。また，「職場におけるメンタ

ルヘルス対策の推進」の回答も同様に 23.4％（同 16.4％）へ７ポイント上昇しています。後述す

る本市の重点施策の一つとして「勤務・経営対策」を示していますが，心身ともに健康で，やり

がいをもって働き続けることができる職場環境づくりの取組が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.1%

43.9%

27.1%

26.5%

23.4%

19.5%

19.0%

17.8%

15.1%

13.2%

9.1%

9.1%

8.5%

3.1%

49.9%

45.7%

21.3%

28.0%

16.4%

15.5%

18.1%

11.9%

8.0%

11.6%

11.1%

8.8%

8.5%

2.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

様々な悩みに対応した相談窓口の設置

子どもの自殺予防

適切な精神科医療体制の整備

地域やコミュニティを通じた見守り・支え合い

職場におけるメンタルヘルス対策の推進

自殺未遂者の支援

自殺に関する広報・啓発

自死遺族等の支援

様々な分野におけるゲートキーパーの養成

危険な場所，薬品等の規制など

自殺の実態を明らかにする調査・分析

自殺対策に係わる民間団体の支援

インターネットにおける自殺関連情報の対策

その他

今回調査 前回調査

図表 2-41 南九州市で今後求められる自殺対策について 
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（１） 身近での自殺（自死）した方の有無について 

   約６割の人は，周りに自殺された人が「いる」と回答しています。内訳では，「同居以外の家

族・親族」15.1％（前回調査 13.4％），「近所の人」13.5％（同 17.9％），「知人」12.8％（同 17.5％）

等となっています。 

 

  

      

（２） 身近な人が自死遺族であると分かった時の対応について 

身近な人が自死遺族であると分かった時，「特に何もしない」が 34.4％（前回調査 42.2％）で

した。半数以上の人は，何らかの対応をしています。対応する際は，「相談にのる」21.1％（同

21.9％），「励ます」14.9％（同 18.4％），「専門家の相談を受けるように勧める」13.7％（同 15.1％）

の順となっています。自殺対策の事業についての認知度で，「知らなかった」の回答で「自死遺族

支援の相談窓口」「支援情報検索サイト 自殺（自死）遺族の相談窓口」が上位にあげられており，

こうした相談窓口があることの周知も図っていく必要があります。 

 

 

   

15.1%

13.5%

12.8%

7.5%

6.6%

2.9%

0.2%

4.4%

38.1%

13.4%

17.9%

17.5%

6.5%

7.6%

2.6%

0.3%

4.5%

40.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

同居以外の家族・親族

近所の人

知人

学校・職場関係者

友人

同居の家族・親族

恋人

その他

いない

今回調査 前回調査

21.1%

14.9%

13.7%

10.1%

9.7%

7.7%

34.4%

21.9%

18.4%

15.1%

9.4%

11.3%

7.4%

42.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

相談にのる

励ます

専門家の相談を受けるように勧める

細かな状況を確認する

何らかのアドバイスをする

その他

特に何もしない

今回調査 前回調査

図表 2-42 身近で自殺（自死）した人の有無 

自死遺族支援について 

図表 2-43 身近な人が自死遺族であると分かった時の対応 
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（１） これまで，自殺をしたいと考えたことがあるかどうか 

 

                  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 自殺したいと考えた理由や原因について 

自殺したいと考えた理由や原因については，「病気など健康の問題」64.6％（前回調査 50.8％）

が最多で，「家庭の問題」48.8％（同 46.2％），「経済的な悩み」47.6％（同 32.3％），「勤務関係

の問題」36.6％（同 36.9％）が続いています。「病気など健康の問題」では，「自分の身体的な病

気」，「自分の精神的な病気」などがあり，「家庭の問題」では，「家族関係の不和」，「家族の介護・

看病」，「子育て」について，「経済的な悩み」では，「借金」「生活困窮」，「勤務関係の問題」では，

「職場の人間関係」，「仕事の不振」といった理由があげられていました。「学校の問題」の中では，

「いじめ」などの理由や原因があげられていました。様々かつ複雑な原因が上がっており，原因

の解消・減少につながるような多岐に渡る相談体制等の整備に加え，自殺したい程の悩みを持つ

人を窓口へつなぐ取組が求められます。 

 

 

      

48.8%

64.6%

47.6%

36.6%

23.2%

17.1%

13.4%

46.2%

50.8%

32.3%

36.9%

15.4%

24.6%

7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１ 家庭の問題

２ 病気など健康の問題

３ 経済的な悩み

４ 勤務関係の問題

５ 恋愛関係の問題

６ 学校の問題

７ その他

今回調査 前回調査

自殺をしたいと考えたことがあるかどうか 

図表 2-44 過去に自殺を考えたことの有無 

図表 2-45 過去に自殺を考えたことの有無 

 過去に自殺を考えたことがある

人は，15.9％（前回調査 10.0％）を

占めました。 

過去に本気で自殺を考えたこと

があると回答した人の性別では

「女性」（16.7％），年代別には「40

歳代」（25.9％），地域別では「知

覧地域」（17.8％）が相対的に高い

割合となっています。「30歳未満」

の若い世代でも 18.5％とやや高

い割合となっています。 

  

 

 

これまでに本

気で自殺を考

えたことはない
71.6%

10年以上前に本気で自殺をし

たいと考えたことがある
9.3%

ここ５年くらいの間に本気で自

殺をしたいと考えたことがある
2.5%

５年～10年前に本気で自殺を

したいと考えたことがある
1.9%

この1年以内に本気で自殺

をしたいと考えたことがある
1.4%

考えたことがあ

る（時期不明）
0.8%

無回答
12.6%
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（３） 自殺したいという考えを思いとどまった理由について 

自殺したいという考えを思いとどまった理由は，「時間の経過とともに忘れさせてくれた」

「家族や大切な人のことが頭に浮かんだ」がともに 43.9％（前回調査では前者 29.2％，後者

41.5％）で最多となり，「人に相談して思いとどまった」17.1％（同 26.2％）が続いています。

「その他」12.2％（同 30.8％）では「身内に心配をかけたくない」「音楽や宗教で思いとどまっ

た」等，様々な回答となりました。 

 「人に相談して思いとどまった」人の相談相手は，「同居している家族・親族」57.1％（同

19.2％），「友人」35.7％（同 30.8％），「同居以外の家族・親族」21.4％（同 7.7％）といずれ

も身近に存在する人々であり，「相談機関の職員」は 14.3％（同 11.3％）と低い割合にとどま

っています。今後は，深刻な悩み・ストレス等が生じた際，相談機関，医療機関等の社会資源

も利用してもらえるよう更なる周知に努めていく必要があります。さらに，あらゆる機会を通

じて自殺に対する知識の普及啓発，幼少期からＳＯＳを出す力を身に付けることに加え，ゲー

トキーパー養成等を推進し，自殺したい人の気持ちを傾聴し，窓口につなぐことが出来る人を

増やしていくことが求められます。 

 

 

     

 

     

 

 

 

43.9%

43.9%

17.1%

9.8%

12.2%

29.2%

41.5%

26.2%

10.8%

30.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

時間の経過とともに忘れさせてくれた

家族や大切な人のことが頭に浮かんだ

人に相談して思いとどまった

解決策が見つかった

その他

今回調査 前回調査

57.1%

35.7%

21.4%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

0.0%

28.6%

19.2%

30.8%

7.7%

7.7%

15.4%

3.8%

11.5%

0.0%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

同居している家族・親族

友人

同居以外の家族・親族

恋人

学校・職場関係者

知人

相談機関の職員

近所の人

その他

今回調査 前回調査

図表 2-47 相談した相手について 

図表 2-46 自殺を思いとどまった理由 
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４ 第１期計画の数値目標等の評価 

 

第 1期計画において，①関係機関等とのネットワーク構築・連携強化，②人材の育成の推進，

③自殺や自殺に関連する正しい知識の普及啓発の促進，④児童生徒のＳОＳの出し方に関する教

育の推進で活動指標，成果指標等，可能なものでは数値目標等を設定し計画を進めてきました。   

活動指標では，各目標に対し，評価をすると概ね達成度はＡ（計画通りに実施できた）となり

ました。 

また，主な施策の取組に対する評価は次ページの通りです。【図表 2-49】 

 

 図表 2-48 第 1期計画における数値目標と評価【活動指標】（抜粋） 

（１）関係機関等とのネットワーク構築・連携強化 

活動指標 数値目標 総合評価 

南九州市いのちを支える自殺対策推進協議会 

開催数 

年１回以上の開催 Ａ 

令和５年（2023年）までに６回以上開催 Ａ 

（２）人材の育成の推進 

活動指標 数値目標 達成度 

ゲートキーパー養成講座の開催 

（市職員対象） 
令和５年（2023年）までに６回以上開催 Ａ 

ゲートキーパー養成講座の開催 

（市民・ボランティア・専門職・教職員向け） 
令和５年（2023年）までに 15回以上開催 Ｂ 

（３）自殺や自殺に関連する正しい知識の普及啓発の促進 

活動指標 数値目標 達成度 

市広報紙・ポスター等での啓発 
広報紙 年２回掲載 

ポスター掲示 
Ａ 

各種研修会や出前講座，地域の集まりの場を

活用した普及啓発活動 
令和５年（2023年）までに 15回以上開催 Ａ 

（４）児童生徒のＳОＳの出し方に関する教育の推進 

活動指標 数値目標 達成度 

児童生徒を対象としたＳＯＳの出し方教育の

実施 

 

全中学校 年 1 回実施（中学３年生）SОS の

出し方教室 
Ａ 

全中学校 年 1 回実施（中学２年生）こころの

健康教育（令和５年度～開始） 
Ａ 

全中学校 年 1 回実施（中学１年生）いのちの

大切さ教育（令和３年度～開始） 
Ａ 

令和５年度（2023年）までに全小中学校実施 Ｂ 
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 図表 2-49 第 1期計画における施策での主な取組に関する評価 

基本施策 施策での主な取組 評価 

１ 地域での実践的な取組体制の

強化 
① 関係機関等との連携とネットワークの強化  
② 地域の人材・資源の把握   

100％ 
100％ 

２ 市民一人ひとりの気づきと見守

りの促進 
① 自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施  
② 児童生徒の自殺対策に資する教育の実施  
③ 自殺に関連する正しい知識の普及啓発の促進  
④ うつ病等についての普及啓発の推進 

66.6％ 
100％ 
50％ 
100％ 

３ 自殺総合対策の推進に資する

調査研究等の推進 
①  自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究及び検証  100％ 

４ 自殺対策に係る人材の確保，

養成及び資質の向上 
① 自殺対策の連携調整を担う人材の養成 
② 地域保健スタッフの資質の向上  
③ 民生委員・児童委員等への研修  
④ ゲートキーパーの養成と自殺対策への理解促進   
⑤ 自殺対策従業者等へのこころのケアの推進 
⑥ 家族や知人等を含めた支援者への支援 

66.6％ 
100％ 
- 

90.9% 
100% 
80% 

５ こころの健康を支援する環境の

整備とこころの健康づくりの推進 
① 地域におけるこころの健康づくり推進体制の整備  
② 学校におけるこころの健康づくり推進体制の整備  
③ 職場におけるメンタルヘルス対策の推進  
④ 災害時の災害者のこころのケア 

93.7％ 
100％ 
80％  
- 

６ 適切な精神保健医療福祉サー

ビスの利用支援 ① 精神科医療，保健，福祉等の各施策の連動性の向上  
② 子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供体制の整備 
③ うつ病の懸念がある人の把握とその支援  
④ うつ病以外のハイリスク者への推進  

 
100％ 
100％ 
70％

66.6％ 

７ 社会全体の自殺リスクの低下 ① 地域における相談体制の充実と支援策，相談窓口情報等の分かり
やすい発信  

② 多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット融資の充実  
③ 経営者に対する相談事業の実施等 
④ 要介護者とその家族への支援の充実  
⑤ ひきこもりへの支援の充実  
⑥ 児童虐待防止や被害者への支援の充実  
⑦ 生活困窮者への支援の充実  
⑧ 障害者に対する支援の充実  
⑨ ひとり親家庭等に対する支援の充実  
⑩ 妊産婦への支援の充実  
⑪ 性的マイノリティへの理解促進 
⑫ 人権に関する理解促進 
⑬ 自殺対策に資する居場所づくりの推進 

 

８ 自殺未遂者の再企図防止 ① 居場所づくりとの連動による支援  
② 自殺未遂，再企図者への支援  

66.6％ 
100％ 

９ 遺された人への支援の充実 ① 遺族等に対する支援  66.6％ 

10 民間団体との連携強化 ① 民間団体等への活動支援や地域における連携体制の確立  50％ 

11 子ども・若者の自殺対策の更

なる推進 

 

① いじめを苦にした子どもの自殺の予防 
② 児童・生徒等への支援の充実  
③ ＳＯＳの出し方に関する教育の推進  
④ 若者への支援の充実  

100％ 
87.5％ 
50％
100％ 

12 勤務問題による自殺対策の更

なる推進 

 

① 長時間労働の是正 
② 職場におけるメンタルヘルス対策の推進  
③ ハラスメントの防止対策  

50％ 
100％ 
100％ 

 

83.3％ 

50％

100％

100％ 

33.3％ 

100％

100％

100％ 

100％ 

100％ 

50％ 

100％ 

83.3％ 
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第３章 計画の基本方針と重点施策 

１ 計画の基本理念 
  

 国の基本方針や理念である「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」，さら

に本市の第２次総合計画の将来像や基本目標を踏まえ，本市では，『こころ健やかにいのち支え

合う南九州市』を基本理念とし，その実現に向けて自殺対策を推進します。 

  また，各施策の実施に当たっては，市民，地域，関係機関，民間団体，企業，学校，行政等

が連携・協働し，地域全体で自殺対策に取り組んでいきます。 

基本理念 

 

 

 

 
２ 計画の基本方針 
  

平成 29 年７月 25 日に閣議決定された自殺総合対策大綱及び令和４年 10 月に閣議決定され

た新たな自殺総合対策大綱を踏まえて，本市では，以下の６つを「自殺対策の基本方針」とし

ます。 

 

 

 

１ 生きることの包括的な支援として推進  

２ 関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

３ 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

４ 実践と啓発を両輪として推進 

５ 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

６ 自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 

 

 

（１） 生きることの包括的な支援として推進 

世界保健機関が「自殺は，その多くが防ぐことができる社会的な問題」と明言しているよう

に，自殺は社会の努力で避ける事のできる死であるというのが世界の共通認識となっています。

そういう基本認識のもと，自殺対策を，生きることの包括的な支援として，社会全体の自殺リ

スクを低下させるとともに，一人ひとりの生活を守るものという姿勢で展開していきます。こ

の考え方は，「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標で

あるＳＤＧｓの理念とも合致するものであり，自殺対策はＳＤＧｓの達成に向けた政策として

の意義も持ち合わせたものです。また，個人においても社会においても，「生きることの促進要

因（自殺に対する保護要因）」より，健康問題や生活困窮等の「生きることの阻害要因（自殺の

基本方針 

こころ健やかに いのち支え合う 南九州市 
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リスク要因）」が上回ったときに，自殺リスクが高まるとされています。 

そのため自殺対策は，「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて，「生きることの促進

要因」を増やす取組を行い，双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要

があります。本市においても「生きる支援」に関連するあらゆる施策を展開して，「生きること

の包括的な支援」として推進することが重要です。 

 

（２） 関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

     自殺は，健康問題，経済・生活問題等，様々な要因とその人の性格傾向，家族の状況等が複

雑に関係しており，自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにするため

には，精神保健的な視点だけでなく，社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。ま

た，このような包括的な取組を実施するためには，様々な分野の施策，関係者や組織等が密接

に連携する必要があります。 

     自殺の要因となり得る生活困窮，児童虐待，性暴力被害，ひきこもり等，関連の分野におい

ても同様，様々な関係者や組織等が連携して取組を展開しています。連携の効果を更に高める

ため，そうした様々な分野の生きる支援にあたる関係者が，それぞれ自殺対策の一翼を担って

いるという意識を共有することが重要です。 

   とりわけ，地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などとの連携を推進

することや，精神科医療，保健，福祉等の各施策の連動性を高めるため，誰もが適切な精神保

健医療福祉サービスを受けられるように社会的仕組みを整え，孤独・孤立対策，こども家庭庁

の施策にも関連付けで取り組める様，関係部署とも連携を図っていくことが必要です。 

 

（３） 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

     自殺対策に係る施策は，「対人支援のレベル」，「地域連携のレベル」，「社会制度のレベル」

に分けて考え，これらを有機的に連動させることで，総合的にすることが重要です。 

      また，この３つのレベルの施策は，自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」

と，現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」，それに自殺や自殺未遂が生じ

てしまった場合等における「事後対応」という，３つの段階が挙げられ，それぞれの段階にお

いて施策を講じる必要があります。 

     さらに「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として，学校において，児童生徒等を対象

とした，いわゆる「ＳＯＳの出し方に関する教育」と併せて，孤立を防ぐための居場所づくり

等を推進することも重要とされています。 

 

（４） 実践と啓発を両輪として推進 

 自殺に追い込まれるという危機は，「誰にでも起こり得る危機」ですが，危機に陥った人の心

情や背景が理解されにくい現実があり，そうした心情や背景への理解を深めることも含めて，

危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが，地域全体の共通認

識となるように，積極的に普及啓発を行うことが重要です。  

全ての市民が，身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき，精神科
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医等の専門家につなぎ，その指導を受けながら見守っていけるよう，広報活動，教育活動等に

取り組んでいくことが必要です。 

また，自殺に対する誤った認識や偏見によって，遺族等が悩みや苦しさを打ち明けづらい状

況等を回避するために，正しい理解を促進する啓発活動に取り組むことが求められます。 

 

（５） 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには，本市だけでなく，県や他の

地方公共団体，関係団体，民間団体，企業，そして市民一人ひとりと連携・協働し，市を挙げ

て自殺対策を総合的に推進することが必要です。そのため，それぞれの主体が果たすべき役割

を明確化・共有化した上で，相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要となります。 

地域において，本市や他の地方公共団体，民間団体の相談窓口及び相談者の抱える課題に対応

する制度や事業を担う支援機関とのネットワーク化を推進し，必要な情報を共有する地域プラ

ットフォームづくり，また，それが相互に協力する地域横断的なネットワークづくりが求めら

れます。 

 

（６） 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

国，地方公共団体，民間団体等の自殺対策に関わる者は，自殺者及び自殺未遂者並びにそれら 

の者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し，不当に侵害することのないよう，このことを 

認識して自殺対策に取り組む必要があります。 
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３ 重点施策 

 

  本市においては，平成 21 年から令和４年の 14 年間で，124名の方が自殺で亡くなっています。

性別では，男性が 79.0％を占めています。年代別でみると 50 歳以上の方が 78.2％と８割近くを

占めており，その原因としては，健康問題，経済・生活問題が上位を占めています。 

「南九州市自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター作成）」においても，「高齢者」

「生活困窮」「勤務・経営」「無職者・失業者」に関わる自殺に対する取組が重点課題としてあげら

れています。また，国や鹿児島県の現状において自殺が 10歳～39歳までの死因の１位となってい

ることや早い時期からの取組が将来の自殺の防止へとつながることからも，子ども・若者世代へ

の取り組みも重要であると考えます。そこで，以下の５つの施策を重点施策として位置づけ，それ

ぞれの課題に応じた施策を推進していきます。 

 

 

 

  本市の高齢化率は 39.5％（令和２年国勢調査）で，すでに約４割の方が 65歳以上という状況に

あります。また，人口推計によると今後とも人口の減少かつ高齢化率の上昇が推計されます。自

殺の実態において，高齢者の自殺者の割合が高い状況であることから，高齢者への施策が極めて

重要と考えられます。 

  高齢者の自殺の要因として，加齢による健康不安や閉じこもり・うつ状態になることを予防す

るために，介護予防や健康増進の施策が必要とされます。また，介護を必要とする高齢者と介護

する家族への支援の充実や高齢者に関わる専門職などの人材の養成及び資質の向上が望まれます。   

さらに，ひとり暮らしや高齢者世帯の増加による閉じこもり・孤立化を予防するため，一人ひと

りが役割を持ち，いきいきと過ごせる居場所づくり，地域での声かけ・見守りの強化や支援体制の

整備など地域包括ケアシステムの構築と連動し推進していきます。 

 

 

 

  新型コロナウィルス感染症の影響による収入減や貸付制度の返済問題，就業者の高齢化等によ

る収入減等，生活困窮の原因は，人それぞれで多様かつ複合的なものと考えられますが，「生きる

ことの阻害要因」のひとつであり，自殺リスクを高める要因とみられます。生活困窮に陥ってい

る方は，誰にも相談できないで自殺リスクを抱え込んでしまう人が少なくないことを踏まえ，地

域共生社会，生活困窮者自立支援制度，自殺対策等，各施策の連動性を高めることで，「生きる事

の包括的な支援」を推進していきます。 

 

 

 

  勤務問題（過労，パワハラ，職場の人間関係等）に関わる自殺対策は近年急務となりつつあり，

それに対する取組が急がれています。職場でのストレスチェック，メンタルヘルス対策，パワー

ハラスメント防止対策等の実践及び周知・啓発活動を一層強化していくほか，社員一人ひとりが，

重点施策 １ 高齢者対策 

重点施策 ２ 生活困窮者対策 

重点施策 ３ 勤務・経営対策 
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心身ともに健康で，やりがいを持って働き続けることができる職場環境づくりを推進し，身近な

人の変化に気づき，声を掛け，見守り，自殺のリスクを回避できるような環境づくりを推進して

いきます。 

 

 

 

  無職者は，失業者，主婦，年金・雇用保険等生活者，その他の無職者等から構成され，自殺の原

因・動機も異なる可能性が高いと考えられます。ただ，いずれの分類においても「うつ病」を始め

とする精神疾患関連の原因・動機の比率が高いことは共通しています。それ以外には，失業者に

「経済・生活問題」が，主婦に「家庭問題」が多いなど，原因・動機は様々となっています。自殺

のリスクを回避できるよう，様々な相談窓口の周知を行うとともに，相談・支援体制の整備や関

係機関との連携等，様々な原因・動機に対応したな体制の整備を推進していきます。 

 

 

 

 国や鹿児島県の現状において近年 10歳～39歳までの死因の１位が自殺によるものとなっている 

ことや，小中高生の自殺者数が増加傾向にあり，令和４年には過去最多(国)となっていること，20 

歳代，30歳代もピーク時からの減少率が低いことなどから，子ども・若者世代への自殺対策が課題 

となっています。本市においては，若年者の自殺者数は国・県と比較して少ない傾向にありますが， 

悩みができた時にＳОＳが出せる教育や環境づくりを早期から取り組むことで，将来を見据えた自 

殺予防につながると考え，取り組みを推進していきます。 

また，周囲の役割として困っていたり悩んでいる人に気づいた際に声をかけることが求められま

すが，そのためには普段からのコミュニケーションの構築が必要です。 

そこで，「児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育」・「教職員他，周囲の大人のＳＯＳの受け止め 

方教育」等，教育を強化し環境を整えていくとともに，その後のライフスタイルに応じた相談体制，

支援等の施策を行っていきます。 

 

※子ども・若者とは児童生徒，高校生，大学生，10歳代から 30歳代の者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 ５ 子ども・若者※対策 

重点施策 ４ 無職者・失業者対策 
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第４章 基本施策 

１ 基本施策の概要 
 

本市の基本理念である「こころ健やかにいのち支え合う南九州市」の実現と国の自殺総合対

策大綱における６つの基本方針を包括的に推進するため，本市では５つの重点施策を踏まえた

以下の５項目を基本施策とし，全庁一体的に取り組んでいきます。 
 

 

 

    １ 地域におけるネットワークの強化 

   ２ 市民のこころを支える人材の育成 

   ３ 市民への啓発と周知 

   ４ 生きることの促進要因への支援 

   ５ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

 

 

基本施策１  地域におけるネットワークの強化 

自殺対策の推進にあたって基盤となるのが，地域におけるネットワークです。自殺予防のために

は，様々な自殺要因に関する課題解決に向けて関係機関が一丸 となって自殺予防に取り組む必要が

あります。保健・福祉・医療・労働・教育・司法・警察等関係機関，民間団体など，社会・経済的な

視点で包括的な地域の多様な関係者が連携，協力して，実効性ある施策を推進していくことが大変重

要となります。自殺対策が最大限その効果を発揮し，「誰も自殺に追い込まれることのない南九州市」

を実現するため，他の地方公共団体，民間団体，企業，市民等が連携・協働して，自殺対策を総合的

に推進します。 

 

基本施策２  市民のこころを支える人材の育成 

国・県・市の行政機関や民間団体では，様々な分野での相談窓口や専門家，支援者が存在します。

また，自殺を考えている人は，様々な悩みを抱え，行政機関や相談窓口のみならず家族や友人など，

信頼関係のある身近な人へ相談することが多いため，自殺につながるサインを見逃さないために，あ

らゆる環境で傾聴する力が求められ，そのような問題に対して早期の「気づき」が重要となります。 

自殺を考えている人の存在に気づき，声をかけ，話を聴いて，必要な支援や相談へとつなぎ，見守る

役割を担うゲートキーパーとして，適切な支援につなげることができる人材をいかに育成・確保して

いくかが課題となっています。 

 

基本施策３  市民への啓発と周知  

自殺に追い込まれるという危機は，「誰にでも起こり得る」ことです。一部の人や地域だけの問題

ではなく，誰もが当事者となり得る重大な問題であること，さらに危機に陥った場合，誰かに助けを

求めることが適当であること，危機に陥っている人がいるかもしれないということ等，自殺に対する

正しい認識を普及させていくことが必要です。また，様々な問題を抱えて悩んでいる人が適切な支援

基本施策 
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につながるためには，地域のネットワークを強化して相談体制を整えることにあわせて，市民が相談

機関や相談窓口の存在を知っていることが必要です。行政として市民とのさまざまな接点を活かし

た相談機関等に関する情報の提供をするため，広く地域全体に向け啓発を図ります。その手段とし

て，SNS を活用した体制の整備等，ICT の推進にも努めていきます。 

 

基本施策４  生きることの促進要因への支援 

「生きることの促進要因（自己肯定感や信頼できる人間関係等）」よりも「生きることの阻害要因

（失業や多重債務，生活苦等の自殺のリスク要因）」が上回った時，自殺に追い込まれる危険性が高

まることから，自殺対策は，自殺につながる要因を減らす取組だけではなく， 生きることの促進要

因を増やす取組も合わせて実施していくことが必要です。また，一人の自殺が，少なくとも５人から

10 人の身近な人たちに深刻な影響を与えると言われ，自死遺族は，大切な人を失ったことに対する

深い悲しみや，周囲の誤解や偏見により地域から孤立状況に陥る可能性があります。そのため，心身

の不調などの健康問題だけでなく，福祉，経済，法律など多岐にわたる問題を複合的に抱える自死遺

族に対して，心理的ケアだけでなく様々な支援ニーズに応じた情報を得ることができる相談窓口や，

支援に関する情報を提供するなど，遺された人への支援も重要です。 

 

基本施策５  児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

いじめを苦にした児童生徒の自殺が大きな社会問題となる中，平成 28 年 4 月の自殺対策基本法

の改正では，学校におけるＳＯＳの出し方教育の推進が盛り込まれました。経済・生活問題や家族関

係の不和，心身面での不調等，自殺の背景にあるとされる様々な問題は，人生の中で誰もが直面し得

る危機ですが，自殺の発生を防ぐには，それらの問題への対処方法や支援先に関する情報を，早い時

期から身に付けておくことが重要です。家庭や学校において命の大切さやＳＯＳの出し方，こころの

健康について学ぶことは，このようなスキルを身に付けることにもつながり，将来人生における危機

に直面したとき，一人で問題を抱え込まず，他者に援助を求めることができるようになります。児童

生徒が命の大切さを実感できる教育に加え，社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレ

スへの対処方法を身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教育），心の健康の保持に係る教

育を推進し，児童生徒の生きることの促進因子を増やすことを通じた自殺対策に資する教育の実施

に向けた環境づくりが必要です。 

これらの教育の前提として，幼少期からの子育て支援を通じ，自己肯定感を高め，自分と周囲の大

切な人の命を大切にする心を育むことにも努めていきます。 
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２ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①いじめを苦にした子どもの自殺の予防 

②SOSの出し方に関する教育の推進 

４ 生きることの促進要因

への支援 
 

 
 

 

こ
こ
ろ
健
や
か
に
い
の
ち
支
え
合
う 

南
九
州
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【基本理念】     【基本施策】                【施策での主な取組】 

①関係機関等との連携とネットワークの強化 

②民間団体等への活動支援や地域における連携体制の確立 
③精神科医療，保健，福祉等の各施策の連動性の向上 

①自殺対策の連携調整を担う人材の養成 

②地域保健・介護スタッフの資質の向上 

③ゲートキーパーの養成と自殺対策への理解促進 

①自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施 

②こころの健康に関連する正しい知識の普及啓発の促進 

③性的マイノリティへの理解促進 

④人権に関する理解促進 

⑤自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究及び検証 

⑥地域における相談体制の充実と支援策，相談窓口情報等の分かり 

やすい発信 

（１）児童・生徒及び若者に関する取組 

①子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供体制の整備 

②児童・生徒等への支援の充実 

③児童虐待防止や被害者への支援の充実 

④若者への支援の充実 

（２）妊産婦に関する取組 

⑤妊産婦への支援の充実 

⑥ひとり親家庭等に対する支援の充実 

（３）高齢者・障がい者支援に関する取組 

⑦要介護者とその家族への支援の充実 

⑧障がい者に対する支援の充実 

（４）引きこもり支援に関する取組 

⑨ひきこもりへの支援の充実 

（５）勤労者に関する取組 

⑩職場におけるメンタルヘルス対策の推進 

⑪長時間労働の是正 

⑫ハラスメントの防止対策 

（６）生活困窮者に関する取組 

⑬生活困窮者への支援の充実 

⑭多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット融資の充実 

（７）その他の取組 

⑮自殺未遂，再企図者への支援 

⑯遺族等に対する支援 

⑰うつ病の懸念がある人の把握とその支援 

⑱うつ病以外のハイリスク者への支援 

⑲自殺対策に資する居場所づくりの推進 

⑳災害時の被災者のこころのケア 

５ 児童生徒の SOS の出し

方に関する教育 

１ 地域におけるネットワーク

の強化 

２ 市民のこころを支える

人材の育成 

３ 市民への啓発と周知 
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３ 施策での主な取組 

 

 

 

 

【施策の方向】 

  自殺対策が最大限その効果を発揮し，「誰も自殺に追い込まれることのない南九州市」を実現する  

 ため，他の地方公共団体，関係団体，民間団体，企業， 市民等が連携・協働して，ネットワークを 

強化すると共に自殺対策を総合的に推進します。 
 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の方向 担当課 

①関係機関等との連携と

ネットワークの強化 

自殺対策推進協

議会等 

自殺対策推進協議会等において，各事業や施

策を協議，検討していくことで自殺対策に関す

る取組体制の連携・強化等を図ります。 

健康増進課 

まちづくり推進課 

②民間団体等への活動支

援や地域における連携体

制の確立 

ＮＰＯ法人支援一

般 

ひきこもり・精神障害者等の自立支援活動をし

ている法人へ自殺対策事業などの紹介や活

動を支援します。 

まちづくり推進課 

③精神科医療，保健，福

祉等の各施策の連動性の

向上 

要保護児童対策

地域協議会 

要保護児童対策地域協議会や個別のケース

会議等を開催し，様々な事例に対し，情報を共

有し対応や支援の協議を行います。 

福祉課 

地域ケア会議の

開催 

個別・エリア別・市地域ケア会議を開催し，地

域の高齢者が抱える問題を多角的な視点から

検討し解決を図るとともに，地域包括支援ネッ

トワークの構築，地域課題の把握，検討，資源

開発等を行います。 

長寿介護課 

精神科医療保健

の体制整備や連

動性の向上 

精神科医療・保健・福祉・教育などが関連する

会議等を活用し，自殺対策に関する事業の取

組体制の整備を検討していきます。 

医療においては，精神科医のみでなく，かかり

つけ医から精神科医・関係機関につながる体

制作りに努めます。 

福祉課 

健康増進課 

長寿介護課 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 １  地域におけるネットワークの強化 
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【施策の方向】 

生きづらさを抱えた人を支えるために，精神保健福祉士等の専門職の確保に努めます。 

また，こころの健康に関する正しい知識を普及啓発し，「ゲートキーパー」※１などの役割を担う

人材を育成するため，養成講座を幅広い分野で継続して開催し，自殺対策に係る人材の確保，養

成，資質の向上に努めます。また，民生委員・児童委員やボランティアなど，地域で自殺対策に取

り組む人・団体等の活動を支援するとともに連携を深め，包括的な支援の体制づくりに取り組み

ます。 

※１ 自殺の危険を示すサインに気づき，適切な対応（悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聞いて，必要な支
援につなげ，見守る）を図ることができる人のことで，言わば「命の門番」とも位置付けられる人のことです。 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

①自殺対策の連携調整を

担う人材の養成 

こころの健康づくり

事業の推進 

地域の人材・資源を把握し，連携・協働し

ていくことや活動を支援するなど，自殺対

策に関連する事業を推進します。 

健康増進課 

長寿介護課 

②地域保健・介護スタッフ
の資質の向上 

地域保健・介護スタ

ッフの資質向上 

精神保健福祉士等，こころの専門家の確

保に努めると共に，保健師・看護師・介護

支援専門員等が自殺対策に関する研修

会等に参加するなど資質向上に努めま

す。 

健康増進課 

長寿介護課 

福祉課 

③ゲートキーパーの養成

と自殺対策への理解促進 

ゲートキーパーの養

成と自殺対策への

理解促進 

職員や各種ボランティア（民生委員等）・

専門職など様々な職種にゲートキーパー

の役割やこころの健康づくりに関する正し

い知識を周知理解してもらい，普段の生

活・活動を通じて生きづらさを抱えた人に

気づくことが出来，適切な行動がとれるよ

うにしていきます。 

まちづくり推進課 

福祉課 

長寿介護課 

健康増進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 ２  市民のこころを支える人材の育成 
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【施策の方向】 

自殺に追い込まれるという危機は，「誰にでも起こりうる危機」ですが， 危機に陥った人の心情や背景

が理解されにくいことから，そうした心情や背景への理解を深めることも含め，危機に陥ったときは，誰

かに援助を求めていいということが共通認識となるように，様々な普及啓発活動を行います。啓発にあ

たっては，事業での周知に加え，多くの人が利用する場所で目につきやすい媒体（ポスター・リーフレッ

ト等）を活用する，世代に応じた広報手段（SNS の活用等）の選択などの工夫を重ねていきます。 

また，市民一人ひとりが生きやすい社会となるように，多様な価値観を認め合うことを目指します。 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

①自殺予防週間と自

殺対策強化月間の実

施 

自殺予防週間と自

殺対策強化月間で

の啓発 

各保健センターや図書館，学校において自殺予

防週間や自殺対策強化月間の期間にポスター

等を掲示するなど自殺対策や相談会等の広報

啓発を行います。 

健康増進課 

社会教育課 

学校教育課 

②こころの健康に関連

する正しい知識の普

及啓発の促進 

こころの健康に関

連する正しい知識

の普及啓発 

各種研修会や出前講座，地域の集まりの場，広

報紙といった場を活用し，こころの健康に関連す

る正しい知識の普及啓発を行います。 

健康増進課 

まちづくり推進課 

長寿介護課 

③性的マイノリティへ

の理解促進 

男女共同参画推進

に関する広報啓発 

研修会や講座，広報紙等の機会に男女共同参

画に関するハラスメントや相談窓口等について

普及啓発を行なうことで，受講者や住民に対し

正しい知識や対応の普及啓発を図ります。 

まちづくり推進課 

学校教育課 

④人権に関する理解

促進 

人権の尊重の理解

促進 

人権の尊重の理解促進のため，研修会を実施

します。 
総務課 

⑤自殺の実態や自殺

対策の実施状況等に

関する調査研究及び

検証 

自殺の実態把握 

国・県等から提供されたデータ等に基づき，自殺

の実態把握を行います。また，これらのデータの

把握・整理により，実態に即した各種施策の実

施に活用します。 

健康増進課 

⑥地域における相談

体制の充実と支援策，

相談窓口情報等の分

かりやすい発信 

相談体制の充実 

地域福祉計画に基づき，住民の相談に対応し，

専門機関へつなげる相談体制の充実に取り組

んでいきます。 

 

福祉課 

消費生活相談 

消費に関する相談に対応するとともに，自治会

やゴールドクラブ等から依頼のある出前講座等

を活用して意識啓発や理解の促進に努めます。 

 

商工観光課 

基本施策 ３  市民への啓発と周知 
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項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

⑥地域における相談

体制の充実と支援策，

相談窓口情報等の分

かりやすい発信 

男女共同参画に関

する相談 

市が実施する男女共同参画に影響を及ぼすと

認められる施策若しくは行為についての申出や

侵害行為に対応していきます。また，定例の悩

み相談において，DV や家族間の悩み，職場で

のセクハラ・パワハラ等に対する相談会を実施し

ます。 

まちづくり推進課 

生活環境に関する

相談 

近隣トラブルなどにおける生活環境の不安や心

配事の話を聞くことで，必要な場合には専門機

関へつないだりするなど支援への接点となるよう

努めます。 

市民生活課 

こころの健康相談 

臨床心理士によるこころの健康に関する相談会

を実施します。また，こころの相談窓口一覧表を

作成し，普及啓発を行います。 

 

健康増進課 

定例健康相談 

月に 1 度各保健センターにおいて，生活習慣や

こころの相談を行います。必要な場合には，適

切な医療機関や相談へとつなぎます。 

健康増進課 

 

成年後見制度利用

支援における相談

対応 

成年後見制度の利用が必要と思われる高齢者

の親族等に対して，制度説明や申立の支援を行

います。また，支援において必要に応じて適切な

医療保健福祉サービスや相談へとつなぎます。 

長寿介護課 

注１：性的マイノリティとは，性的少数者を総称する言葉で，セクシャルマイノリティともいう。同性愛者，両性愛者，性

同一障害者などが含まれる。 
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【施策の方向】 

自殺対策は，「生きることの阻害要因」（失業や多重債務，生活苦等）を 減らす取組に加えて，「生き

ることの促進要因」（自己肯定感や信頼できる人間関係等）を増やす取組を行うことが重要です。生き

ることの促進要因への支援に関するあらゆる取組を総動員して自殺対策を推進します。 

推進にあたっては，生きづらさを持つ方の背景を多角的に捉え，支援者は自身の担当部署に加え，関

係機関同士で連携した支援を行います。併せて，対象者が利用しやすい事業等の工夫や，新たに必要な

支援策や社会資源を作り出すことも求められます。  

  また，相談窓口においてはプライバシーに十分配慮し，匿名対応や相談場所の配慮等，相談者が安心

して相談が出来る様に努める必要があります。 

 

（１）児童・生徒及び若者に関する取組 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

①子どもに対する

精神保健医療福祉

サービスの提供体

制の整備 

保健医療福祉サ

ービスの提供 

乳幼児健診，親子教室，育児相談等の機会において育

てにくさを感じる児とその保護者に対し，発達の確認や

助言等を行います。また，各関係機関と連携をとり，必要

に応じて適切な保健医療福祉サービスにつなぎます。 

 

健康増進課 

子育て短期支援

事業 

保護者の病気，出産，家族の介護，冠婚葬祭，就労など

の理由により家庭で一時的に児童の養育ができない場

合に，一定期間宿泊を伴った養育・保護を行うことで児童

及びその家族の福祉の向上を図ります。 

 

福祉課 

保育園や認定子

ども園での支援 

保育や育児相談を実施するほか，保護者の変化に早期

に気づき，他の機関へつなぐ等，保育士が気付きやつな

ぎ役としての役割を担うよう取り組みます。 

 

福祉課 

障害児に関する

相談支援の提供 

児童発達支援，放課後等デイサービス，保育所等訪問

支援，障害児相談支援など障害のあるお子さんに関する

相談対応や支援を行います。 

福祉課 

②児童・生徒等へ

の支援の充実 

放課後児童健全

育成 

学童保育を通じて，保護者や子どもの状況把握を行い，

問題を抱えている保護者や子どもがいた場合には，必要

な機関へつなぐ等の対応が取れるよう取り組みます。 

福祉課 

家庭相談員活動

事業 

家庭における適正な児童養育，その他家庭児童の福祉

の向上を図るための相談，指導を行う家庭相談員を配置

します。 

福祉課 

基本施策 ４ 生きることの促進要因への支援 
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項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

②児童・生徒等へ

の支援の充実 

スクールソーシャ

ルワーカーの配

置事業 

社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソ

ーシャルワーカーを活用し，さまざまな課題を抱えた児童

生徒に対し，当該児童生徒が置かれた環境へ働きかけ

たり，関係機関等とのネットワークを活用したりするなど

多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図ります。 

学校教育課 

市子ども相談セ

ンター設置事業 

学校以外の場で専門の相談員に相談できる機会を提供

することで，早期の問題発見・対応に寄与し得るほか，教

育相談員やカウンセラーの派遣により，学校における相

談体制構築の強化を図ります。 

学校教育課 

適応指導教室設

置事業 

様々な状況により，いじめや不登校状態などにある児

童・生徒が通う場として，教室を設置し，関係機関の担当

者との連携を行います。                                  

学校教育課 

定例ケース会議 
不登校対策として，教育相談員やスクールソーシャルワ

ーカー，家庭相談員との連携強化を図ります。 
学校教育課 

児童・生徒の見

守り体制の整備 

安全確保のため，交通安全協力員が通学時間等に立哨

を実施します。通学中の子ども達の安全を確保するとと

もに，気づき・見守りの役割を行っていきます。 

防災安全課 

③児童虐待防止や

被害者への支援の

充実 

児童虐待防止や

被害者への支援 

虐待の通報に対し，職員と家庭相談員が訪問・面会指導

等を行うなど虐待の早期発見，早期支援を図ります。 
福祉課 

児童虐待の発生

予防と早期発見 

子育て支援センターによる未就園児家庭への訪問，乳

児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）や

乳幼児健診，健診未受診者へのフォローを通じ，虐待の

発生予防と早期発見を図ります。 

健康増進課 

福祉課 

児童虐待防止に

向けた普及啓発 

児童虐待防止に関するポスター・リーフレット等を活用

し，普及啓発に努めます。 

福祉課 

健康増進課 

④若者への支援の

充実 

青少年育成市民

会議 

(１)青少年問題協議会を開催します。  

(２)青少年育成市民会議において，青少年の健全育成に

係る基本方針や共通実践事項を協議します。 

(３)青少年育成地区民会議・校外生活指導連絡会への

補助金交付を行います。 

社会教育課 
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（２）妊産婦に関する取組 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

⑤妊産婦への支援

の充実 

産後うつの早期発

見支援 

産後間もない時期の産婦に対し，エジンバラ産後うつ

病質問票（ＥＰＤＳ）を用いたスクリーニングを行い，う

つ・抑うつ傾向を早期に発見し，受診勧奨及び適切な

支援を行います。 

健康増進課 

健康状態の把握，

情報提供 

新生児訪問や乳児産婦健診において，産婦の健康

状態の把握や子育てに関する情報提供・助言等を行

います。 

健康増進課 

ハイリスク妊産婦

への支援 

低体重児の届出や養育医療の申請手続きの際に，

保護者の状況を確認し，必要な場合は相談へつなぐ

など適切な支援を行います。 

健康増進課 

子育て支援の体制

づくり 

子育て支援センターや子育て広場などのつどいの場

において，親子が気軽に集える場を提供するととも

に，子育て全般に関する支援を行います。 

健康増進課 

福祉課 

社会教育課 

家庭訪問・乳幼児

健診 

乳幼児期の子どもやその家族に対し，家庭訪問・乳

幼児健診や育児相談など各種母子保健事業を通し

て必要な支援を行っていきます。 

健康増進課 

母子保健推進員の

活動推進 

地域における母子保健活動を推進するため，母子保

健推進員を設置し，地域における母子保健サービス

の普及及び健やかな子育て支援を図ります。 

健康増進課 

⑥ひとり親家庭等に

対する支援の充実 

生活安定と自立支

援 

ひとり親家庭等の生活安定と自立促進を目的に，医

療費の助成や手当を支給します。また，必要に応じて

適切な支援先へとつないでいくよう取り組んでいきま

す。 

福祉課 

母子家庭等自立支

援給付金事業 

（１）自立支援教育訓練給付金 

 ひとり親家庭の父母が自主的に行う職業能力の開

発を推進するため，本自治体が指定した職業能力の

開発のための講座を受講した者に対して教育訓練終

了後に支給します。 

福祉課 
（２）高等職業訓練促進給付金等 

 ひとり親家庭の父母の就職の際に有利であり，かつ

生活の安定に資する資格の取得を促進するため，看

護師等の資格に係る養成訓練の受講期間の一定期

間について「高等職業訓練促進給付金」を，養成訓練

修了後に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給し

ます。 
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項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

⑥ひとり親家庭等に

対する支援の充実 

母子父子寡婦福祉

資金貸付事業 

20 歳未満の児童を扶養しているひとり親世帯及び寡

婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るた

め，母子父子寡婦福祉資金の貸付けを行います。 

福祉課 

母子生活支援施設

措置 

配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女

子と，その看護すべき児童の母子生活支援施設への

入所を実施し，入所施設の実施運営費を扶助するこ

とで，自立の促進のためにその生活を支援します。 

福祉課 

 

 

（３）高齢者・障がい者支援に関する取組 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

⑦要介護者とその家

族への支援の充実 

介護保険サービス

の提供 

介護保険に関するサービス給付を通じて，当人や家

族の負担軽減を図ります。 
長寿介護課 

介護予防ケアマネ

ジメント 

高齢者の介護予防ケアマネジメント（個人の目標設

定・関係機関との連絡調整・計画作成等）を行い，対

象者とその家族の負担軽減や在宅生活が継続できる

ように支援します。 

長寿介護課 

高齢者等訪問給食

サービス事業 

日常生活を営むのに支障のある高齢者等世帯を訪

問し給食を提供するとともに安否確認を行うなど，自

立した生活の支援及び孤独感の解消を図ります。 

長寿介護課 

高齢者の施設入所

等に関する支援 

老人ホームや生活支援ハウスへの入所手続きの中

で，当人や家族等の悩みを把握した場合には，必要

な支援先につなげるよう取り組んでいきます。 

長寿介護課 

在宅高齢者介護慰

労金支給事業 

在宅のねたきり高齢者等を長期にわたり介護してい

る方に対し，慰労金の支給を行うことで，介護者の経

済的・精神的負担の軽減を図ります。 

長寿介護課 

在宅ねたきり高齢

者等介護用品支給

事業 

在宅のねたきり高齢者等への介護用品の支給を行う

ことで，介護者の経済的・精神的負担を図ります。 長寿介護課 

家族介護用品支給

事業 

対象者の所得に応じ，在宅高齢者を介護している家

族に，介護用品や慰労金の支給を行うことで，介護者

の身体的，精神的及び経済的負担軽減を図ります。 

長寿介護課 

認知症サポーター

養成講座の開催 

誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して，認知

症についての正しい知識を持ち，認知症の人や家族

を応援する認知症サポーターを養成します。 

長寿介護課 
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項目 事業・取組 施策の内容 担当課 

⑦要介護者とその家

族への支援の充実 

認知症カフェの開

催 

認知症の当事者やその家族のみならず，介護従事者

も悩みを共有したり，情報交換を行ったりできる場を

設けることで，支援者相互の支え合いを推進します。

また，必要に応じ，相談の場につなげることで，介護

者の負担を軽減できるよう取り組みます。 

 

長寿介護課 

高齢者に関する総

合相談 

さまざまな相談（医療，介護，生活）の中で，困難に陥

った高齢者・家族・地域の状況を早期に把握し，関係

機関を含め継続的包括的に支援します。高齢者虐待

の予防や相談通報時には本人への支援とともに介護

者の孤立やストレスにも配慮して対応できるよう支援

します。 

長寿介護課 

⑧障がい者に対する

支援の充実 

訓練等給付サービ

スの提供 

障害を持った方が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう自立訓練，就労移行支援，就労

継続支援 A 型 B 型，共同生活援助等の訓練等給付

サービスを行います。 

福祉課 

日中一時支援事業 

障害者（児）を介護する方が，疾病等の理由により居

宅における介護ができない場合に，一時的に施設に

預け，必要な保護を行います。 

福祉課 

手話通訳者等派遣

事業 

聴覚障害者・中途失聴者・難聴者が社会生活におい

て意思疎通を図る上で，支障がある場合に手話通訳

者・手話奉仕員・要約筆記者を派遣し，コミュニケーシ

ョンの確保，社会参加及び緊急時の支援を行いま

す。また，対象者の悩みや自殺のリスクに気づいた

際は，適切な相談窓口，医療等へつなぎます。 

福祉課 

訪問入浴事業 

訪問入浴事業において，重度の心身障害者の保健

衛生の向上及びその家族の身体的・精神的な負担の

軽減を図ります。また対象者とその家族が困り事等を

抱えている場合には，その職員が適切な窓口へつな

ぐ等のための対応を取れるよう取り組みます。 

福祉課 
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（４）ひきこもり支援に関する取組 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の方向 担当課 

⑨ひきこもりへの支

援の充実 

ひきこもりに関する

相談支援 

保健・医療・福祉・教育・労働等の分野の関係機

関と連携のもと，本人・家族に対する相談・支援

等を行います。 

健康増進課 

福祉課 

長寿介護課 

学校教育課 

 

 

（５）勤労者に関する取組 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の方向 担当課 

⑩職場における

メンタルヘルス対

策の推進 

営農指導，技術指導 

集会や個別訪問による指導・助言の機会に適切な

対応をしていくほか，農作業事故による障害発症等

が，うつ状態の起因となる危険性が予測されること

から，事故防止の注意喚起に努めていきます。 

農政課 

勤務・経営者への相

談窓口の普及啓発 

勤務・職場問題に関する相談窓口一覧を作成し，各

種窓口等の設置，普及啓発を図ります。 
健康増進課 

経営相談 
商工会による会員への経営相談・経営相談等の取

り組みをサポートします。 
商工観光課 

職員等へのこころの

ケア 

職員等に対するストレスチェックの実施や講演会等

を実施し，メンタル不調の未然防止に努めます。 

総務課 

学校教育課 

職員安全衛生委員

会 

安全な職場環境確保と職員の心身健康保持及び

増進を目的に，職員安全衛生委員会の開催とメンタ

ルヘルスの講演会を実施します。 

総務課 

⑪長時間労働の

是正 

ワーク・ライフ・バラン

スの必要性に関する

情報提供・普及啓発 

ワーク・ライフ・バランスの必要性に関し，市ホーム

ページ，広報紙等を通じ周知を図ります。 
商工観光課 

まちづくり推進課 

長時間労働の是正

への取組 

商工会の経営指導の取り組みをサポートします。 

（経営指導：長時間労働の傾向がある事業者に対

する改善提案やアドバイス等） 

商工観光課 

⑫ハラスメントの

防止対策 

さまざまなハラスメン

トに対する理解促進 

研修会や講座，広報誌等の機会に男女共同参画に

関するハラスメントや相談窓口等について普及啓発

を行い，受講者や住民に対し正しい知識や対応の

普及啓発を図ります。 

まちづくり推進課 

 



48 

 

（６）生活困窮者支援に関する取組 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の方向 担当課 

⑬生活困窮者への

支援の充実 

住宅使用料の滞納

相談 

廃業・休業・失業・療養を要する疾病・災害被害者

等の収入低下者に対して納付相談を行うことで，状

況を把握し，家賃及び敷金の減免並びに徴収の猶

予・分納等の対応を行います。 

 

都市政策課 

納税相談 

市税の納付困難者に対する納付相談や減免を含

む各種相談に対応します。必要に応じて相談窓口

等へのつなぎを行います。 

税務課 

収納対策課 

自立相談支援事業 

生活困窮者からの相談に応じ，抱えている問題に

対応した支援を行います。自ら自立相談支援機関

へ相談することが難しい人（ひきこもり状態にある人

など）への支援にも取り組みます。 

福祉課 

住居確保給付金事

業 

経済的理由から住宅を失い，家賃支払いが困難に

なったとき，家賃相当額を支払し，生活の立て直し

を支援します。 

福祉課 

生活保護事業 
生活に困窮している方に対し，生活保護法による保

護を実施し，適切な対応に努めます。 
福祉課 

水道料金徴収時に

おける啓発 

水道料金滞納者に対する給水停止事前訪問時に

状況を把握し，必要に応じて相談窓口等へのつな

ぎを行います。 

水道課 

⑭多重債務の相談

窓口の整備とセーフ

ティネット融資の充

実 

多重債務相談窓口

事業（消費生活相談

事業） 

多重債務からの生活健全化を図る為，相談窓口対

応や支援機関の紹介を行います。 商工観光課 

減免に関する事務 
市税等（固定資産税に関するものを除く。）の納付

困難者に対する相談対応を行います。 
税務課 

減免に関する事務 
固定資産税の減免を含む各種相談に対応します。 

税務課 

セーフティネット保証

制度活用事業 

融資の機会を通じて経営状況の概況が把握できる

ことから，その他支援へとつなげる等の機能を果た

すよう取り組んでいきます。 

商工観光課 
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（７）その他の取組 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の方向 担当課 

⑮自殺未遂，再企図

者への支援 

自殺未遂，再企図

者への支援 

自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため，県と

連携し，自殺未遂者及びその家族に対する相談

体制を充実するとともに，医療機関との連携体

制を整えます。 

健康増進課 

⑯遺族等に対する支

援 

遺族等支援 （ 遺

族，知人，遺児等） 

臨床心理士による相談を実施するとともに，相

談機会の周知を図ります。自殺により遺された

親族等の支援に係る情報を提供するとともに，

保健師等による遺族等への相談体制を整えま

す。 

健康増進課 

遺族等支援を行っ

ている民間団体等

との連携強化，活

動支援 

地域で自殺対策に取り組む団体等の活動を支

援します。 健康増進課 

まちづくり推進課 

⑰うつ病の懸念があ

る人の把握とその支

援 

うつ病の懸念があ

る人の把握とその

支援 

地域の高齢者のサロンや健診，保健指導にお

いて，実態把握や相談等を受ける中で自殺のリ

スクがある方を把握した場合には，適切な医療

保健福祉サービスへとつなぎます。 

健康増進課 

長寿介護課 

介護予防把握事業 

基本的に介護認定を受けていない独居高齢者

を訪問し，実態把握を行います。自殺対策の視

点を踏まえ必要に応じて総合相談・総合事業の

紹介やその他の支援につなげます。 

 

長寿介護課 

⑱うつ病以外のハイ

リスク者への支援 

認知症初期集中支

援推進事業 

適切な支援に繋がっていない認知症の方を認

知症サポート医をはじめとする「認知症初期集

中支援チーム」で，関係機関と連携しながら認知

症の早期発見・早期診断・早期支援を行いま

す。 

長寿介護課 

⑱うつ病以外のハイ

リスク者への支援 

行旅病人及び死亡

人取扱事業 

行旅病人及び行旅死亡人の救護を行います。 
福祉課 

国保・後期人間ドッ

ク等費用補助事業 

国保・後期被保険者の人間ドック等の受診者に

対し，費用の一部を補助し，病気の早期発見，

早期治療を促します。 

健康増進課 

保護司会の活動の

支援 

保護司が継続的かつ適切な支援が行えるよう，

活動支援を行います。 
福祉課 
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項目 事業・取組 施策の方向 担当課 

⑲こころの健康づくり

に資する居場所づく

りの推進 

地域における居場

所づくり 

子育て広場，子育て支援センター，地域サロン，

貯筋運動自主グループ，老人クラブ，公民館講

座，教室の開催など，交流の場を提供し，孤立

の防止を図ります。一人ひとりが役割を持ち，い

きいきと過ごせる居場所づくりの取り組みへの

支援も行っていきます。 

健康増進課 

社会教育課 

福祉課 

長寿介護課 

中央公民館 

まちづくり推進課 

⑳災害時の被災者

のこころのケア 

災害時の被災者へ

のこころのケア 

地域防災計画においてメンタルヘルスの重要性

や施策等，災害発生時における被災者のこころ

のケア対策を推進します。 

防災安全課 
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【施策の方向】 

学校において，いじめに関する実態調査やいじめ防止基本方針の点検や見直し，相談事業への啓発等

を通じて，いじめの早期発見，即時対応，継続的な再発予防を図ります。また，児童・生徒が悩みを抱

えた時に誰にどうやって助けを求めればよいか，具体的かつ実践的な方法を学ぶと同時に，つらいとき

や苦しいときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）を専門家

により実施します。 

 

【主な取組・事業】 

項目 事業・取組 施策の方向 担当課 

①いじめを苦にした子ども

の自殺の予防 

いじめ問題対策

事業 

各学校のいじめに関する実態調査や各校のい

じめ防止基本方針の点検と見直し，相談事業

への啓発等を通じて，いじめの早期発見，即時

対応，継続的な再発予防を図ります。 

タブレット端末等を活用し，定期的に子どものこ

ころの状態を把握することに努めます。 

学校教育課 

②SОS の出し方に関する 

教育の推進 

児童生徒を対象

とした SОS の出

し方 

教育 

児童生徒の困難な事態，強い心理的負担を受

けた場合等における対処の仕方を身に付ける

ための教育を専門家（臨床心理士）により実施

します。 

健康増進課 

教職員を対象とし

た SОSの受け止 

め方教育 

教職員に対し，生徒から発信された SОS に対 

する受容の仕方とその後の対処方法を身に付

けるための教育を専門家（保健師，臨床心理

士）により実施します。 

健康増進課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 ５ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 
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４ 関係機関の取組 

 

団体名 事業名 事業内容 

南薩医師会 

診療 
うつ等の精神疾患の疑われる患者への適切な医療

や指導。 

公衆衛生の指導・精神疾患

の専門知識の普及啓発 

行政機関・地域・学校での精神疾患の専門的知識

の普及啓発や連携。 

南薩薬剤師会 

薬剤師業務  

薬の説明の際に対象者の身体・精神面について把

握し，必要に応じ主治医へ情報提供を行います。ま

た，個別に薬に関する相談も応じます。 

普及啓発事業 
薬に関することや健康管理についての普及啓発 

活動を薬剤師会，各薬局にて実施します。 

南九州警察署 
 

警察安全相談 

犯罪などによる被害の未然防止に関する相談を行

っています。また，必要に応じて適切な相談窓口の

紹介，関係機関との連携を行います。 

保護業務 
 

自殺企図や自傷他害の可能性がある方を保護した

場合，医療機関や各関係機関と連携し適切な対応

と支援を行います。 

指宿南九州消防署 救急救命講習での普及啓発 

各地域での救急救命講習等において，保健師と連

携し自殺対策に係る知識の普及啓発，パンフレット

の配布を行います。 

南九州市商工会 経営相談 

経営の金融や税務に関する相談に応じながら，必

要に応じて関係機関への相談を勧めたり連携を図

ります。 

法務局 人権相談 

いじめ・DV など人権問題に関わる困り事や悩み事

の相談に広く応じており，必要に応じて関係機関と

連携した取り組みを行っています。 

また，小・中学生を対象に「SOS ミニレター」の配布

を行い，必要に応じた支援を行います。 

南九州市 

社会福祉協議会 
心配ごと相談 

様々な悩みや困りごとに対し，民生委員や人権擁護

委員等が対応します。 

年間を通じて，３地区持ち回りで実施。 
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団体名 事業名 事業内容 

 

 

 

 

 

南九州市 

社会福祉協議会 

 

老人クラブの活動支援 

老人クラブの活動支援を目的に，老人クラブ交歓会

や，自治公民館での活動支援（レクリエーション，健

康体操等）を開催します。 

また，各老人クラブのリーダーの研修会も開催しま

す。 

有償ボランティア養成講座 

施設・在宅で有償ボランティアとして活動する人を養

成する講座を，年１回開催します。（４日間） 

障害者福祉の外部団体の活

動支援 

活動を支援することで，同じ悩みを共有し，お互いを

支える関係づくりを支援します。 

南九州市 

介護サービス事業所連絡

会 

全体会及び各専門部会 

介護サービスの資質向上のため，研修会や保険

者・地域包括支援センターへの介護保険情報収集

や事業者間での情報共有の場において，ゲートキ

ーパーの役割や自殺に関する知識を共有し，適切

な支援が行えるようにしていきます。 

加世田保健所 

 

普及啓発・研修 

・自殺予防週間の期間中，チラシ・リーフレット等を

病院や学校，警察等の関係機関へ配布し，普及啓

発を行います。 

・うつや精神疾患が疑われる人を早期発見し，専門

機関へつなげるよう医療機関や教育機関等の関係

者向けの研修会を行います。 

・自殺対策を支える人材の確保を図るため，ゲート

キーパー養成研修会を行います。 

精神保健福祉相談会 

相談日を設け，医師等が患者や家族等の精神保健

福祉に関する相談に応じます。 

また，相談日以外の相談は保健師が行います。 

 

自殺未遂者支援事業 

 

 

救急告示医療機関や精神科医療機関等と支援連携

体制を構築し，自殺未遂者やその家族へ適切な支

援を継続的に行い，自殺の再企図を防止し，自殺対

策の強化を図ります。また，自殺未遂者の支援状況

等をまとめた「こころの連携通信」を毎月発行し，医

療機関との支援体制の強化を図ります。 

 

 

 



54 

 

第５章 計画の推進体制等 

１ 計画の推進体制 

 

自殺対策は，市民・地域・関係機関・民間団体・企業・学校・行政等がそれぞれの役割を果

たし，相互に連携・協働して取り組むことが必要です。本市では，庁内での自殺対策の推進体

制を確立するため，自殺対策計画に係る意志決定機関として，平成 30年度に「南九州市いのち

を支える自殺対策推進本部」を設置しました。さらに，平成 31年度からは新たに行政，関係機

関，民間団体等で構成する「南九州市いのちを支える自殺対策推進協議会」を設置し，連携強

化を図るとともに，自殺対策を総合的・効果的に推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理 
      

計画の進行管理は，Plan（計画），Do(実行)，Check（評価），Action（改善）サイクルによる

適切な進行管理を行い，定期的に施策の進行状況を把握・点検・評価し，その状況に応じて  

事業・取組を適宜改善等していきます。 

計画の取組状況について，計画初年度に各施策であげられた全事業の活動指標と成果指標を

設定し，「南九州市いのちを支える自殺対策推進本部」と「南九州市いのちを支える自殺対策推

進協議会」において毎年度評価と改善を行い，計画を推進していきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

連携 連携 （計画策定・推進に係る意思決定・協議） 

（情報共有）  地域住民等 関係機関 

南九州市いのちを支える自殺対策推進本部  

          （庁内関係部局）  

南九州市いのちを支える自殺対策推進協議会  

    (行政・関係機関・民間団体 )  

 

  

 ACTION 

（改善） 

CHECK 

（評価） 

PLAN 

（計画） 

DO 

（実行） 

PDCA 

サイクル 

推進体制イメージ 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 


